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は
じ
め
に

　
中
国
は
古
来
よ
り
周
辺
諸
国
の
統
御
や
国
境
の
安
定
化
の
た
め
、
冊
封
・
羈
縻
・
互
市
と
い
っ
た
様
々
な
手
段
を
と
っ
た
。
異
民
族
に

対
す
る
官
爵
の
授
与
も
そ
の
一
環
と
し
て
近
隣
諸
国
の
懐
柔
や
来
降
し
た
人
物
へ
の
対
応
と
し
て
行
わ
れ
た
。
唐
代
に
お
い
て
は
、
対
外

的
な
拡
大
や
唐
王
朝
の
持
つ
国
際
性
に
よ
っ
て
異
民
族
へ
の
官
爵
授
与
機
会
は
増
加
し
、
爵
位
・
武
職
事
官
・
文
職
事
官
・
勳
官
・
散

官
・
地
方
官
と
多
岐
に
わ
た
る
官
爵
が
授
与
さ
れ
た
。
官
職
を
授
与
さ
れ
た
人
物
の
出
身
国
は
、
唐
の
周
辺
国
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
の
よ
う

な
遠
方
に
ま
で
及
び
、
授
与
さ
れ
た
官
爵
も
ま
た
、
爵
位
・
文
官
職
・
武
官
職
・
散
官
・
勳
官
・
使
職
等
の
多
岐
に
渡
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
唐
朝
に
よ
る
異
民
族
へ
の
爵
位
・
官
職
の
授
与
に
つ
い
て
は
す
で
に
数
多
く
の
研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
ら
に
お
い
て
は
西
嶋
定
生
氏
に
よ
る
冊
封
体
制
論
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
際
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
爵
位
や
高
位
の
武
官
・

文
官
の
授
与
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
や
、
国
と
国
と
の
交
渉
史
の
な
か
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る）

1
（

。

　
異
民
族
へ
の
官
爵
授
与
を
見
て
い
く
と
、
授
与
さ
れ
た
官
職
は
実
職
の
職
事
官
だ
け
で
な
く
非
実
職
官
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
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が
確
認
で
き
る
。
唐
代
の
官
制
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
、
爵
位
・
職
事
官
・
散
官
・
勲
官
の
四
項
を
中
心
と
す
る
場
合
が
多
く
、
非
実
職

官
に
つ
い
て
は
他
の
官
職
授
与
に
つ
い
て
述
べ
る
際
の
付
属
的
な
扱
い
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
多
い
。
頼
瑞
和
氏
は
「
唐
代
検
校
官
制
」
に

お
い
て
、
唐
代
の
検
校
官
制
の
変
遷
と
試
官
・
兼
官
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
頼
氏
が
「
唐
代
検
校
官
制
」
の
序
文
で

「
管
見
の
限
り
で
は
、
過
去
一
世
紀
の
間
に
「
検
校
」・「
試
」・「
兼
」
の
三
種
の
官
制
に
関
す
る
専
論
は
一
篇
と
し
て
な
い
。
唐
代
の
官

制
に
つ
い
て
の
専
論
や
唐
代
史
の
教
科
書
で
、
お
お
ま
か
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
検
討
が
十
分
で
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
唐
代
の
非
実
職
官
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
る
機
会
は
非
常
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た）

2
（

。
本
稿
で
は
異
民
族
に
非

実
職
官
が
授
与
さ
れ
た
事
例
を
取
り
上
げ
た
い）

3
（

。
異
民
族
へ
の
授
官
に
お
い
て
非
実
職
官
の
授
与
は
ど
の
よ
う
な
対
象
に
授
与
さ
れ
、
ど

の
よ
う
な
場
合
に
授
与
さ
れ
て
い
た
の
か
。
唐
王
朝
の
国
際
秩
序
観
が
反
映
さ
れ
る
異
民
族
へ
の
授
官
と
い
う
行
為
に
お
い
て
、
非
実
職

官
の
授
与
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
。

唐
代
の
非
実
職
官
に
つ
い
て

　
唐
代
の
非
実
職
官
に
は
検
校
官
・
試
官
・
兼
官
・
員
外
官
と
い
っ
た
複
数
の
形
態
が
存
在
す
る
。
両
『
唐
書
』
の
職
官
志
に
は
「
検

校
」・「
兼
」・「
試
」
の
運
用
に
関
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い）

（
（

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
官
職
は
両
唐
書
の
列
伝
部
分
や
墓
誌
、
石
刻
中
に
多

く
見
ら
れ
、『
新
唐
書
』
巻
五
五
、
食
貨
志
、
文
武
官
禄
に
は
「
員
外
官
・
検
校
・
判
・
試
・
知
は
禄
料
食
糧
の
半
ば
を
給
し
、
散
官
・

勳
官
・
衛
官
は
四
の
一
を
減
ず
…
」
と
あ
り
員
外
官
・
検
校
官
・
試
官
を
ひ
と
く
く
り
の
対
象
と
し
て
規
定
し
て
い
る）

（
（

。「
検
校
」
の
持

つ
意
味
は
時
期
に
よ
っ
て
異
な
り
、
厳
耕
望
氏
は
唐
初
か
ら
粛
宗
期
の
検
校
官
を
「
皆
掌
本
職
、
与
正
員
不
異
」
と
し
、「
代
宗
以
後
、

純
虚
職
、
非
実
職
」
と
し
て
い
る）

6
（

。
唐
代
前
期
の
検
校
官
は
大
方
に
お
い
て
一
種
の
職
務
を
代
行
す
る
官
員
で
あ
り
、
唐
代
後
期
に
お
け
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る
検
校
に
つ
い
て
は
非
実
職
と
な
る
。
頼
瑞
和
氏
に
よ
れ
ば
、
試
官
が
授
与
さ
れ
る
場
合
、
試
殿
中
監
・
試
光
禄
卿
・
試
太
常
卿
・
試
衛

尉
卿
・
試
鴻
臚
卿
・
試
校
書
郎
・
試
大
理
評
事
・
試
大
常
寺
協
律
郎
な
ど
の
文
職
事
官
が
授
与
さ
れ
る
。
ま
た
、
兼
官
に
つ
い
て
は
、
非

実
職
の
場
合
の
「
兼
」
は
「
兼
任
」
の
「
兼
」
で
は
な
く
、「
検
校
」
と
同
様
に
一
種
の
「
前
置
詞
」
と
な
る
。
御
史
台
の
官
職
に
用
い

ら
れ
、「
兼
御
史
大
夫
」・「
兼
御
史
中
丞
」・「
兼
侍
御
史
」・「
兼
殿
中
侍
御
史
」・「
兼
監
察
御
史
」
が
授
与
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る）

7
（

。
員

外
官
お
よ
び
同
正
員
に
つ
い
て
は
、
文
献
通
考
、
巻
四
七
、
職
官
考
一
に
、

唐
は
太
宗
時
よ
り
已
に
員
外
置
あ
り
、
其
の
後
ま
た
同
正
員
を
特
置
す
る
あ
り
。
検
校
・
兼
・
守
・
判
・
知
の
類
に
至
る
は
、
皆
本

制
に
非
ず
。

と
あ
り）

（
（

、『
通
典
』
巻
十
九
、
職
官
一
に
は
、

員
外
官
、
そ
の
初
め
は
但
だ
員
外
と
云
う
。
永
徽
六
年
に
至
り
、
蒋
孝
璋
を
以
て
尚
薬
奉
御
と
為
し
、
員
外
に
特
置
す
仍
ち
同
正
員

な
り
。
こ
れ
よ
り
員
外
官
に
ま
た
同
正
員
有
り

と
あ
る）

（
（

。
具
体
的
な
員
外
官
の
運
用
に
つ
い
て
は
、『
旧
唐
書
』
巻
一
八
四
、
列
伝
、
宦
官
に

則
天
制
を
称
し
、
二
十
年
間
、
差
い
に
員
位
増
す
。
中
宗
性
は
慈
に
し
て
、
崇
い
に
恩
貨
に
務
む
、
神
龍
中
、
宦
官
は
三
千
餘
人
、

七
品
以
上
の
員
外
官
を
授
け
ら
る
は
千
餘
人
を
超
え
る

と
あ
る
よ
う
に）

（（
（

、
武
則
天
の
時
期
に
増
加
し
た
官
員
が
中
宗
時
に
員
外
官
の
授
与
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
増
加
し
た
官
員
に
対
応
す
る
こ

と
を
目
的
に
設
置
さ
れ
た
官
職
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る）

（（
（

。
以
上
の
よ
う
に
唐
代
の
非
実
職
官
に
は
複
数
の
形
態
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異

な
る
経
緯
を
経
て
成
立
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
非
実
職
官
が
異
民
族
へ
授
官
さ
れ
る
時
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
時
期
・
対
象
・
状
況
で

授
与
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
事
例
を
集
め
て
分
析
と
考
察
を
行
い
た
い）

（（
（

。
具
体
的
に
は
、
異
民
族
へ
の
検
校
官
・
員
外
官
・
試
官
そ
れ

ぞ
れ
の
授
与
傾
向
を
分
析
し
、
外
国
人
授
官
に
お
け
る
非
実
職
官
授
与
の
位
置
付
け
を
行
い
た
い
。
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検
校
官
の
授
与
に
つ
い
て

　
唐
代
に
お
け
る
異
民
族
を
対
象
と
し
た
検
校
官
の
授
与
は
22
人
に
2（
件
の
授
与
が

行
わ
れ
て
い
る
。
図
表
1
は
検
校
官
の
授
与
件
数
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
明
ら
か
な
の
は
、
検
校
官
の
授
与
が
唐
代
後
半
に
偏
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ

の
点
を
い
ま
少
し
詳
し
く
見
て
い
く
た
め
に
朝
代
ご
と
の
授
与
傾
向
を
見
て
い
き
た

い
。
朝
代
別
の
授
与
数
は
代
宗
期
2
件
、
徳
宗
期
6
件
、
順
宗
期
2
件
、
憲
宗
期
7

件
、
文
宗
期
2
件
、
武
宗
期
3
件
、
宣
宗
期
1
件
、
懿
宗
期
1
件
、
僖
宗
期
1
件
と

な
る
。

　
代
宗
期
の
2
件
の
授
与
を
見
る
と
、
1
件
目
は
7�

6�

2
年
に
渤
海
の
大
欽
茂
（
別

表
1
、
整
理
番
号
1
、
以
下
は
番
号
の
み
記
す
）
へ
の
検
校
太
尉
（
正
一
品
、
文
職

事
官
）
で
あ
り
、
同
時
に
渤
海
国
王
（
爵
位
）
と
司
空
（
文
職
事
官
）
を
授
与
さ
れ

て
い
る
。
大
欽
茂
に
は
こ
の
授
与
に
先
立
っ
て
爵
位
や
地
方
官
と
の
複
合
授
与
に
よ

る
羈
縻
州
統
治
の
認
可
を
目
的
と
し
た
授
与
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
7�

6�

2
年
の

授
与
に
つ
い
て
は
「
詔
以
渤
海
為
国
」
と
あ
り
、
大
欽
茂
に
授
与
さ
れ
て
い
た
爵
位

が
「
渤
海
郡
王
」
か
ら
「
渤
海
国
王
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
渤
海

国
王
と
同
時
に
授
与
さ
れ
た
検
校
太
尉
も
郡
王
か
ら
国
王
へ
の
進
号
に
伴
っ
て
授
与

図表 1　検校官の授与件数の推移
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さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
1
件
は
7�

6�

（
年
に
新
羅
（
2
）
か
ら
の
使
者
に
対
し
て
検
校
礼
部
尚
書
が
授
与
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
は
朝
貢
使
の
人
物
へ
の
授
与
と
な
っ
て
い
る
。

　
徳
宗
期
に
は
6
人
に
6
件
の
検
校
官
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
7�

（�

（
年
に
新
羅
の
金
良
相
（
3
）
が
検
校
太
尉
を
授
与
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
新
羅
王
・
新
羅
都
督
・
雞
林
州
刺
史
・
寧
海
軍
使
・
使
持
節
大
都
督
と
の
複
合
授
与
で
あ
る
。
同
じ
く
7�

（�

（
年
に
は
金
敬
信

（
（
）
に
新
羅
王
・
検
校
太
尉
・
新
羅
都
督
・
雞
林
州
刺
史
・
寧
海
軍
使
の
複
合
授
与
が
行
わ
れ
、
（�

0�

0
年
に
新
羅
の
金
俊
邕
に
新
羅

王
・
検
校
太
尉
・
新
羅
都
督
・
雞
林
州
刺
史
の
授
与
が
見
ら
れ
る
。
爵
位
・
職
事
官
・
地
方
官
の
複
合
授
与
に
よ
る
羈
縻
州
統
治
の
認
可

は
唐
代
を
通
じ
て
広
く
行
わ
れ
て
い
る
が
、
官
爵
の
複
合
授
与
に
文
職
事
官
が
組
み
込
ま
れ
る
の
は
新
羅
へ
の
授
与
と
特
徴
と
い
え
る
。

7�

（�

（
年
に
は
渤
海
の
大
嵩
璘
（
（
）
に
渤
海
国
王
・
検
校
司
空
・
銀
青
光
禄
大
夫
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
大
嵩
璘
は
7�

（�

（
年
に
渤
海

郡
王
と
忽
汗
州
都
督
を
、
7�

（�

（
年
に
渤
海
国
王
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
国
王
号
へ
の
進
号
に
伴
い
検
校
司
空
の
授
与
が
行
わ
れ
て
い
る

点
は
大
欽
茂
へ
の
授
与
と
共
通
し
て
い
る
。
新
羅
へ
授
与
さ
れ
た
検
校
官
は
検
校
太
尉
で
あ
り
、
渤
海
に
は
検
校
司
空
と
差
異
が
見
ら
れ

る
点
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
7�

（�
2
年
に
は
回
紇
の
薬
羅
葛
炅
（
（
）
に
検
校
尚
書
右
僕
射
が
7�

（�

（
年
に
南
詔
の
尹
輔
酋

（
6
）
に
検
校
太
子
詹
事
が
授
与
さ
れ
て
お
り
、
共
に
使
者
へ
の
授
与
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
事
例
か
ら
は
使
者
へ
の
検
校
官
の
授
与
で
は
他
の
官
職
と
の
複
合
授
与
は
見
ら
れ
ず
、

単
一
授
与
で
あ
る
傾
向
を
指
摘
で
き
る
。

　
順
宗
期
は
2
人
に
2
件
の
授
与
が
行
わ
れ
て
い
る
。
1
件
は
（�

0�

（
年
の
渤
海
の
大
嵩
璘

へ
の
検
校
司
徒
の
授
与
で
あ
り
、
同
時
に
金
紫
光
禄
大
夫
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
大
嵩
璘
は

7�

（�

（
年
に
検
校
司
空
と
同
時
に
従
三
品
の
文
散
官
で
あ
る
銀
青
光
禄
大
夫
を
授
与
さ
れ
て

お
り
、
（�

0�

（
年
に
は
正
三
品
の
金
紫
光
禄
大
夫
に
進
階
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
検
校
司

図表 2
朝代別の検校官授与数、授与人数

授与人数 授与件数

代宗期 2 人 2 件

徳宗期 6 人 6 件

順宗期 2 人 2 件

憲宗期 6 人 7 件

文宗期 2 人 2 件

武宗期 3 人 3 件

宣宗期 1 人 1 件

懿宗期 1 人 1 件

僖宗期 1 人 1 件
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空
と
検
校
司
徒
は
同
じ
正
一
品
の
文
職
事
官
で
あ
る
が
、
検
校
司
空
が
銀
青
光
禄
大
夫
と
、
検
校
司
徒
が
金
紫
光
禄
大
夫
と
同
時
に
授
与

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
渤
海
へ
の
授
官
に
お
い
て
は
検
校
司
徒
の
方
が
一
段
上
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
も
う
1
件

の
授
与
は
新
羅
の
金
重
熈
（
（
）
に
授
与
さ
れ
た
検
校
太
尉
で
あ
り
、
新
羅
王
・
鶏
林
州
刺
史
・
開
府
儀
同
三
司
・
上
柱
国
・
使
持
節
大

都
督
鶏
林
州
諸
軍
事
・
持
節
寧
海
軍
使
と
の
複
合
授
与
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
徳
宗
期
に
見
ら
れ
た
新
羅
君
主
へ
の
官
爵
授
与
と
同

様
に
、
爵
位
や
地
方
官
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
羈
縻
州
統
治
の
認
可
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
検
校
太
尉
が
新
羅
の
君
長
に
一
貫
し
て

授
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
憲
宗
期
に
は
6
人
に
7
件
の
検
校
官
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
（�

0�

6
年
に
渤
海
の
大
嵩
璘
に
検
校
太
尉
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
大
嵩
璘

は
7�

（�

（
年
に
検
校
司
空
、
（�
0�
（
年
に
検
校
司
徒
を
授
与
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
全
て
正
一
品
の
文
職
事
官
で
あ
る
が
、
少
な
く
と

も
渤
海
に
対
す
る
授
与
に
お
い
て
は
そ
の
都
度
ご
と
の
差
別
化
に
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
大
嵩
璘
が
二
度
の
進
号
を
経

て
授
与
さ
れ
た
検
校
太
尉
が
新
羅
君
主
へ
は
恒
常
的
に
授
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
点
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
時
期
の
新
羅
と
渤
海

に
対
す
る
国
際
意
識
の
表
れ
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
（�

0�

（
年
に
は
渤
海
の
大
元
瑜
（
11
）
に
渤
海
国
王
・
検
校
秘
書
監
・
忽
汗
州

都
督
・
銀
青
光
禄
大
夫
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
（�
1�
3
年
に
は
大
言
義
（
13
）
に
渤
海
国
王
・
検
校
秘
書
監
・
忽
汗
州
都
督
・
銀
青
光
禄

大
夫
が
、
（�

1�

（
年
に
は
大
仁
秀
（
1（
）
に
渤
海
国
王
・
検
校
秘
書
監
・
忽
汗
州
都
督
・
銀
青
光
禄
大
夫
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
大
元
瑜
（
11
）
に
授
与
さ
れ
た
も
の
と
同
一
の
官
爵
で
あ
り
、
渤
海
の
君
主
へ
の
官
爵
授
与
の
パ
タ
ー
ン
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
大
仁
秀
は
（�

2�

0
年
に
検
校
司
空
・
金
紫
光
禄
大
夫
・
渤
海
都
督
を
授
与
さ
れ
て
お
り
、
検
校
秘
書
監
が
検
校
司
空
に
銀
青
光
禄

大
夫
が
金
紫
光
禄
大
夫
に
進
階
し
て
い
る
。

　
（�

1�

2
年
に
は
新
羅
の
金
彦
昇
（
12
）
に
新
羅
国
王
・
検
校
太
尉
・
雞
林
州
刺
史
・
開
府
儀
同
三
司
・
上
柱
国
・
持
節
大
都
督
・
雞
林

州
諸
軍
事
・
持
節
寧
海
軍
使
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
新
羅
の
君
主
に
対
す
る
爵
位
・
職
事
官
・
地
方
官
を
中
心
と
し
た
官
爵
の
複
合
授
与
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に
よ
る
支
配
権
の
認
可
は
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
奚
の
梅
落
（
10
）
は
（�

0�

6
年
に
検
校
司
空
を
授
与
さ
れ
て
お
り
、
饒
楽
郡

王
・
帰
誠
王
・
饒
楽
府
都
督
・
銀
青
光
禄
大
夫
を
複
合
授
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
羈
縻
州
統
治
の
認
可
を
目
的
と
し
た
授
与
の
典
型
的

な
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
新
羅
と
渤
海
を
対
象
と
し
て
い
た
検
校
官
の
授
与
が
奚
に
も
行
わ
れ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る）

（（
（

。
以
上
の
よ
う
に

憲
宗
期
に
お
け
る
検
校
官
の
授
与
に
は
新
羅
・
渤
海
の
君
主
に
対
す
る
官
爵
授
与
に
組
み
込
ま
れ
る
事
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
新
羅
に
は

一
貫
し
て
検
校
太
尉
が
授
与
さ
れ
て
い
る
が
、
渤
海
に
対
し
て
は
大
嵩
璘
へ
の
検
校
司
徒
・
検
校
太
尉
の
授
与
以
降
は
検
校
秘
書
監
に
切

り
替
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
国
ご
と
に
異
な
っ
た
基
準
に
よ
っ
て
授
与
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
文
宗
期
は
2
人
に
2
件
の
検
校
官
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
渤
海
の
大
彝
震
（
1（
）
が
（�

3�

1
年
に
検
校
秘
書
監
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
爵
位
や
地
方
官
と
の
複
合
授
与
で
あ
り
、
大
言
義
・
大
仁
秀
と
同
様
の
授
官
傾
向
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
（�

3�

1
年
に
新
羅
の

金
景
徽
（
16
）
に
検
校
太
尉
が
授
与
さ
れ
て
お
り
、
新
羅
君
主
に
対
す
る
官
爵
の
複
合
授
与
に
検
校
太
尉
が
組
み
込
ま
れ
る
と
い
う
方
針

は
文
宗
期
も
継
続
さ
れ
て
い
る
。

　
武
宗
期
に
は
3
人
に
3
件
の
検
校
官
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
（�

（�

1
年
に
新
羅
の
金
慶
膺
（
17
）
に
検
校
太
尉
が
授
与
さ
れ
て
お
り
、

文
宗
期
の
金
景
徽
の
場
合
と
同
様
の
官
爵
複
合
授
与
が
行
わ
れ
て
い
る
。
（�

（�

2
年
に
は
回
紇
の

没
斯
（
1（
）
に
懐
化
郡
王
・
右
金
吾

衛
大
将
軍
・
検
校
工
部
尚
書
・
帰
義
軍
使
が
、
愛
邪
勿
（
1（
）
に
寧
塞
郡
公
・
検
校
右
散
騎
常
侍
・
右
領

軍
大
将
軍
・
帰
義
副
軍
使
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。

没
斯
と
愛
邪
勿
は
唐
に
内
属
し
た
際
に
官
爵
授
与
を

受
け
て
お
り
、
爵
位
・
武
職
事
官
・
文
職
事
官
・
使
職
の
複
合
授
与
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
見
て

き
た
新
羅
や
渤
海
へ
の
授
与
と
異
な
り
、
地
方
官
が
授
与
に
含
ま
れ
て
お
ら
ず
実
職
の
武
官
職
が
授
与
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
外
地
羈
縻
州
統
治
の
認
可
を
目
的
と
し
た
新
羅
・
渤
海
へ
の
授
与
と
、
内

属
し
た
回
紇
の
首
領
で
は
授
与
方
針
に
明
確
な
差
異
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

図表 3
国別の検校官授与数、授与人数

授与人数 授与件数

新羅 10 人 10 件

渤海 � 7 人 10 件

回紇 � 3 人 � 3 件

奚 � 1 人 � 1 件

南詔 � 1 人 � 1 件
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宣
宗
期
に
は
（�

（�

（
年
に
渤
海
の
大
虔
晃
（
20
）
が
渤
海
国
王
・
検
校
秘
書
監
・
忽
汗
州
都
督
・
銀
青
光
禄
大
夫
を
授
与
さ
れ
て
お
り

爵
位
・
検
校
の
文
官
職
・
地
方
官
・
文
散
官
に
よ
る
組
み
合
わ
せ
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。
懿
宗
期
に
は
（�

6�

（
年
に
新
羅
の
金
膺
廉

（
21
）
に
新
羅
王
・
検
校
太
尉
・
開
府
儀
同
三
司
・
上
柱
国
・
使
持
節
大
都
督
・
雞
林
州
諸
軍
事
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
僖
宗
期
は

（�

7�

（
年
に
新
羅
の
金

に
新
羅
王
・
検
校
太
尉
・
開
府
儀
同
三
司
・
使
持
節
大
都
督
・
雞
林
州
諸
軍
事
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三

例
か
ら
は
新
羅
の
新
君
長
に
対
す
る
爵
位
・
検
校
の
文
官
職
・
地
方
官
を
中
心
と
し
た
組
み
合
わ
せ
が
唐
末
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

　
こ
こ
か
ら
は
、
国
ご
と
の
授
与
傾
向
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
図
表
3
は
国
ご
と
の
検
校
官
の
授
与
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
新

羅
と
渤
海
へ
の
授
与
が
全
体
の
半
数
以
上
を
占
め
て
お
り
、
渤
海
を
除
い
て
は
1
人
に
1
件
の
授
与
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
新
羅
に
は

10
人
に
対
し
て
10
件
の
検
校
官
授
与
が
行
わ
れ
て
い
る
（
整
理
番
号
2
、
3
、
（
、
7
、
（
、
12
、
16
、
17
、
21
、
22
）。
朝
貢
使
へ
の

事
例
が
1
件
見
ら
れ
る
の
を
除
い
て
、
他
は
す
べ
て
新
羅
の
君
長
を
対
象
と
し
た
官
爵
の
複
合
授
与
の
一
部
と
し
て
検
校
官
が
授
与
さ
れ

て
い
る
。
新
羅
の
君
長
へ
の
検
校
官
授
与
の
特
徴
と
し
て
爵
位
（
新
羅
王
）・
文
職
事
官
（
検
校
大
尉
）・
地
方
官
（
雞
林
州
刺
史
）
が
一

貫
し
て
授
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る）

（（
（

。
渤
海
に
対
し
て
は
7
人
に
10
件
の
検
校
官
が
授
与
さ
れ
て
い
る
（
整
理
番
号
1
、
（
、

11
、
13
、
1（
、
1（
、
20
）。
検
校
官
授
与
の
対
象
が
渤
海
の
君
長
で
あ
る
点
は
新
羅
と
共
通
す
る
が
、
授
与
さ
れ
た
検
校
官
は
検
校
太
尉
、

検
校
司
空
、
検
校
司
徒
、
検
校
秘
書
監
と
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
要
因
と
し
て
は
大
嵩
璘
（
整
理
番
号
（
）
が
7�

（�

（
年
に
渤
海
郡
王

か
ら
渤
海
国
王
へ
の
進
号
に
伴
っ
て
検
校
司
空
を
授
与
さ
れ
、
そ
の
後
（�

0�

（
年
に
金
紫
光
禄
大
夫
へ
の
進
階
に
伴
っ
て
検
校
司
徒
を
授

与
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
爵
位
の
進
号
や
官
位
の
進
階
に
検
校
官
が
伴
っ
て
授
与
さ
れ
て
い
る）

（（
（

こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
大
嵩
璘
に
正
一
品

の
検
校
大
尉
が
授
与
さ
れ
て
い
る
が
、
子
の
大
元
瑜
に
は
従
三
品
の
文
職
事
官
で
あ
る
検
校
秘
書
監
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
検
校
秘
書
監

は
検
校
大
尉
か
ら
位
階
が
五
段
階
下
の
官
職
で
あ
り
、
渤
海
の
代
替
わ
り
に
際
し
て
官
職
授
与
の
位
階
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
唐
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の
国
際
意
識
や
渤
海
に
対
す
る
評
価
の
表
れ
と
考
え
ら
れ
る
。
回
紇
は
3
人
に
3
件
の
授
与
が
行
わ
れ
て
お
り
、
使
者
へ
の
授
与
が
1
件

（
整
理
番
号
（
）
と
内
属
し
た
君
長
へ
の
授
与
が
2
件
（
整
理
番
号
1（
、
1（
）
と
な
っ
て
い
る
。
奚
に
は
梅
落
（
整
理
番
号
10
）
に
爵

位
・
検
校
の
文
職
事
官
・
地
方
官
・
文
散
官
が
複
合
授
与
さ
れ
て
お
り
、
授
与
後
に
「
放
還
蕃
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
外
地
羈
縻
州
統
治
の

認
可
を
目
的
と
し
た
授
与
と
考
え
ら
れ
る
。
南
詔
に
対
し
て
は
来
朝
し
た
使
者
へ
の
授
与
と
な
っ
て
お
り
官
職
の
複
合
授
与
は
行
わ
れ
て

い
な
い
。

　
以
上
、
異
民
族
を
対
象
に
し
た
検
校
官
の
授
与
に
つ
い
て
、
朝
代
別
・
国
別
の
視
点
か
ら
そ
の
授
与
傾
向
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
て
き

た
。
内
容
を
ま
と
め
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

①
　
異
民
族
を
対
象
と
し
た
検
校
官
の
授
与
は
唐
代
後
半
に
集
中
し
て
お
り
、
国
別
で
は
新
羅
、
渤
海
に
対
す
る
授
与
が
全
体
の
（
割
を

占
め
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
冊
封
の
一
環
と
し
て
の
授
与
で
あ
り
、
爵
位
・
地
方
官
・
文
散
官
と
共
に
授
与
さ
れ
て
い
る
。

②
　
新
羅
に
対
し
て
は
検
校
大
尉
が
継
続
し
て
授
与
さ
れ
て
お
り
、
新
羅
の
君
長
に
対
す
る
爵
位
（
新
羅
王
）・
文
職
事
官
（
検
校
大

尉
）・
地
方
官
（
雞
林
州
刺
史
）
の
複
合
授
与
の
一
環
と
し
て
検
校
官
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。

③
　
渤
海
に
対
す
る
授
与
で
は
、
爵
位
の
進
号
時
や
新
た
な
君
長
の
冊
立
時
に
授
与
さ
れ
る
検
校
官
の
位
階
が
変
動
し
て
お
り
、
同
一
人

物
へ
の
複
数
回
の
検
校
官
授
与
に
よ
る
進
階
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
検
校
官
の
位
階
に
渤
海
に
対
す
る
唐
朝
の
評
価
が
反
映
さ
れ

て
い
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。

④
　
回
紇
と
奚
へ
の
授
与
は
、
内
属
時
の
加
官
と
し
て
授
与
さ
れ
て
い
る
。
使
者
へ
の
授
与
は
二
件
と
少
な
く
、
他
の
官
爵
の
同
時
授
与

も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
来
朝
し
た
使
者
へ
の
臨
時
的
な
授
与
と
考
え
ら
れ
る
。
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一
〇

試
官
・
兼
官
の
授
与
に
つ
い
て

　
試
官
の
異
民
族
に
対
す
る
授
与
は
、
17
人
の
人
物
に
17
件
の
授
与
が
確
認
で
き
る
。
朝
代
ご
と
の
試
官
の
授
与
件
数
は
代
宗
期
1
件
、

徳
宗
期
12
件
、
憲
宗
期
2
件
、
年
代
不
明
が
1
件
と
な
る
。
ま
た
、
国
ご
と
の
授
与
件
数
は
東
女
国
（
件
、
新
羅
3
件
、
南
水
国
2
件
、

咄
霸
国
2
件
、
南
詔
1
件
、
逋
租
国
1
件
清
遠
国
1
件
、
文
單
国
1
件
、
驃
国
1
件
、
雲
南
1
件
と
な
る
。

　
代
宗
期
に
は
文
單
国
の
婆
彌
（
別
表
2
、
整
理
番
号
1
）
に
試
殿
中
監
、
開
府
儀
同
三
司
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
婆
彌
は
文
單
国
王
と

記
さ
れ
て
お
り
、
来
朝
し
た
君
長
に
対
す
る
授
与
と
し
て
試
官
と
文
散
官
が
複
合
授
与
さ
れ
て
い
る
。
徳
宗
期
に
は
試
官
授
与
の
7
割
が

集
中
し
て
い
る
。
7�

（�

3
年
に
東
女
国
（
2
、
3
、
（
、
（
）・
逋
租
国
（
6
）・
南
水
国
（
7
、
（
）・
清
遠
国
（
（
）・
悉
薫
国

（
10
）・
咄
霸
国
（
11
）
に
試
官
の
文
職
事
官
と
文
散
官
の
複
合
授
与
、
あ
る
い
は
試
官
の
文
職
事
官
と
地
方
官
の
複
合
授
与
が
行
わ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
東
女
国
・
逋
租
国
・
南
水
国
・
清
遠
国
・
悉
薫
国
・
咄
霸
国
が
剣
南
西
川
府
に
帰
順
し
た
際
の
授
与
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
内
属
の
認
可
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
7�

（�

（
年
に
は
雲
南
か
ら
の
使
者
で
あ
る
段
南
羅
（
12
）
に
試
太
子
詹
事

が
授
与
さ
れ
て
お
り
、
（�

0�

3
年
に
は
南
詔
か
ら
の
使
者
で
あ
る
楊

龍
武
に
試
太
僕
少
卿
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
使
者
に
対

す
る
試
官
の
授
与
で
は
他
の
官
職
と
の
複
合
授
与
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
（�

0�

3
年
に
は
驃
国
の
王
子
で
あ
る
悉
利
移
に
試
太
僕

卿
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
授
与
に
至
る
前
後
の
事
情
は
不
明
で
あ
る
が
、
驃
国
と
唐
の
距
離
を
考
え
れ
ば
来
朝
し
た
際
の
授
与
と
考
え
る

の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
憲
宗
期
に
は
（�

0�

6
年
に
新
羅
の
王
子
で
あ
る
金
献
忠
（
1（
）
に
試
秘
書
監
が
授
与
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
宿
衛

の
人
物
に
対
す
る
授
与
で
あ
る
。
ま
た
、
（�

1�

2
年
に
は
同
じ
く
新
羅
の
金
沔
（
16
）
に
試
光
禄
少
卿
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
金
沔
に
つ

い
て
は
「
新
羅
質
子
」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
試
光
禄
少
卿
を
授
与
さ
れ
る
前
に
は
試
衛
尉
少
卿
を
帯
び
て
い
た
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
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一
一

憲
宗
期
の
2
件
の
授
与
は
い
ず
れ
も
在
唐
の
新
羅
の
王
族
を
対
象
と
し
た
授
与
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
こ
か
ら
は
、
兼
官
の
授
与
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
兼
官
が
異
民
族
に
授
与
さ
れ
た
事
例
は
非
常
に
少
な
く
、
3
人
に
3
件
の
授

与
が
確
認
で
き
る
。
7�

（�

6
年
に
南
詔
の
尹
輔
酋
（
1（
）
に
検
校
太
子
詹
事
と
兼
中
丞
が
授
与
さ
れ
て
お
り
、
尹
輔
酋
は
使
者
と
し
て
来

朝
し
て
い
る）

（（
（

。
7�
（�

（
年
に
は
南
詔
の
朝
賀
使
で
あ
る
楊

龍
武
に
試
太
僕
少
卿
と
兼
御
史
が
授
与
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
、
7�

（�

（
年
に

は
雲
南
の
来
朝
使
に
兼
御
史
中
丞
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
異
民
族
へ
の
兼
官
の
授
与
は
徳
宗
期
に
使
者
を
対
象
に
し
て

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
試
官
の
授
与
は
徳
宗
期
に
授
与
が
集
中
し
て
お
り
、
こ
れ
は
東
女
国
・
南
水
国
・
咄
霸
国
・
逋
租
国
・
清
遠
国
・
文

單
国
が
剣
南
西
川
府
に
帰
順
し
た
際
の
授
与
で
あ
っ
た
。
新
羅
に
対
し
て
は
宿
衛
の
人
物
に
高
位
の
文
職
事
官
の
試
官
が
授
与
さ
れ
て
い

る
。
宿
衛
に
対
す
る
試
官
の
授
与
は
新
羅
の
み
に
見
る
こ
と
が
で
き
る）

（（
（

。
使
者
へ
の
授
与
は
南
詔
へ
の
1
件
の
み
で
あ
り
、
他
の
官
職
と

の
複
合
授
与
も
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
検
校
官
の
授
与
と
同
様
に
臨
時
的
な
授
与
と
考
え
ら
れ
る
。
徳
宗
期
に
お
け
る
使
者
に
対
す
る

授
与
と
い
う
点
で
兼
官
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
員
外
官
の
授
与
に
つ
い
て

　
唐
代
に
行
わ
れ
た
異
民
族
を
対
象
と
し
た
員
外
官
の
授
与
は
、
70
人
に
77
件
の
授
与
が
行
わ
れ
て
い
る
（
別
表
3
参
照
）。
こ
れ
ら
の

授
与
件
数
を
時
系
列
順
に
表
し
た
の
が
図
表
（
で
あ
る
。
こ
の
グ
ラ
フ
を
見
る
と
7�

1�

0
年
か
ら
7�

6�

0
年
頃
の
期
間
に
授
与
が
集
中
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
期
間
は
玄
宗
期
に
ほ
ぼ
重
複
す
る
。
で
は
、
も
う
少
し
細
か
く
表
の
示
す
内
容
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
た

い
。
ま
ず
、
図
表
（
の
朝
代
ご
と
の
授
与
件
数
を
見
る
と
、
高
宗
期
2
件
、
中
宗
期
3
件
、
睿
宗
期
1
件
、
玄
宗
期
（6
件
、
粛
宗
期
6
件
、
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一
二

代
宗
期
1
件
、
徳
宗
期
2
件
、
憲
宗
期
2
件
、
文
宗
期
2
件
、
武
宗
期
1
件
、
年
代
不

明
が
1
件
と
な
る
。
玄
宗
期
に
偏
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

ま
た
、
国
ご
と
の
授
与
人
数
と
授
与
件
数
を
ま
と
め
た
の
が
表
6
で
あ
る
。
こ
の
表
か

ら
は
、
検
校
官
の
主
な
授
与
対
象
で
あ
っ
た
新
羅
・
渤
海
だ
け
で
な
く
、
突
厥
・
契

丹
・
奚
・
突
騎
施
と
い
っ
た
遊
牧
系
の
国
に
対
し
て
も
員
外
官
が
授
与
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
唐
か
ら
比
較
的
距
離
の
離
れ
た
国
も
授
与
対
象
と
な
っ
て
い
る

点
も
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
こ
か
ら
は
い
さ
さ
か
煩
瑣
と
な
る
が
、
朝
代
を
軸
に
員
外
官

が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
ど
の
よ
う
な
国
・
人
物
に
授
与
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
き
た

い
。

　
高
宗
期
に
は
2
例
の
員
外
官
の
授
与
が
確
認
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
百
済
の
扶
余
隆

（
別
表
3
整
理
番
号
1
、
以
下
括
弧
内
は
番
号
の
み
表
記
）
へ
の
授
与
と
新
羅
の
金
仁

問
（
2
）
へ
の
授
与
で
あ
る
。
扶
余
隆
は
、
百
済
滅
亡
後
に
唐
に
亡
命
し
た
際
に
太
常

員
外
卿
を
授
与
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
来
降
し
た
異
民
族
の
首
長
に
対
す
る
慰
撫
の
一

環
と
考
え
ら
れ
る
。
金
仁
門
に
つ
い
て
は
、
当
時
宿
衛
の
立
場
に
あ
っ
た
金
仁
門
に
対

し
て
右
驍
衛
員
外
大
将
軍
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
在
唐
の
人
物
へ
の
授
与
と

い
う
点
が
共
通
す
る
。

　
中
宗
期
の
授
与
例
は
、
阿
史
那
元
慶
（
3
）・
王
斂
臂
（
（
）・
慕
容
宣
趙
（
（
）
の

3
例
で
あ
る
。
阿
史
那
元
慶
は
阿
史
那
元
慶
彌
射
の
後
継
と
し
て
左
衛
員
外
大
将
軍
が

図表 4　員外官授与件数の推移
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一
三

授
与
さ
れ
、
同
時
に
左
玉
鈐
衛
将
軍
・
崑
陵
都
護
・
鎮
国
大
将
軍
・
興
昔
亡
可
汗
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
崑
陵
都
護
・
興
昔
亡

可
汗
は
阿
史
那
元
慶
彌
射
に
も
授
与
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
阿
史
那
元
慶
へ
員
外
官
の
授
与
は
在
蕃
の
有
力
者
の
代
替
わ
り
に
伴

う
官
職
授
与
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
東
女
国
の
王
斂
臂
は
大
臣
を
唐
に
派
遣
し
て
官
職
を
請
い
、
左
玉
鈐
衛
員

外
将
軍
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
周
辺
国
の
君
長
が
在
蕃
の
ま
ま
使
者
を
派
遣
し
て
官
職
を
要
求
し
た
例
は
あ
ま
り
例
が
無
く
、
唐
が
こ
れ

に
員
外
官
の
授
与
を
も
っ
て
応
じ
て
い
る
点
は
異
民
族
授
官
に
お
け
る
員
外
官
の
用
途
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
吐
谷
渾
の
慕
容
宣
趙
に
は

聖
歴
三
年
（
7�

0�

0
年
）
に
左
豹
韜
員
外
大
将
軍
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
慕
容
諾
曷
鉢
を
継
い
だ
際
の
授
与
で
あ
り
、
慕
容
諾
曷

鉢
は
唐
に
内
附
し
て
内
地
羈
縻
州
の
長
と
な
っ
て
い
る）

（（
（

。
そ
の
た
め
、
慕
容
宣
趙
へ
の
授
与
も
内
地
羈
縻
州
の
管
理
を
期
待
し
て
の
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
慕
容
諾
曷
鉢
に
は
唐
へ
の
内
附
に
際
し
て
安
楽
州
刺
史
・

馬
都
尉
が
授
与
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
慕

容
宣
趙
に
は
左
豹
韜
員
外
大
将
軍
の
み
の
授
与
と
な
っ
て
い
る
。
聖
歴
三
年
は
非
実
職
の
授
与
数
が
大
き
く
増
加
す
る
玄
宗
期
の
直
前
に

あ
た
る
。
慕
容
宣
趙
以
降
の
吐
谷
渾
に
対
す
る
官
職
授
与
を
見
る
と
、
慕
容
道
奴
が
雲
中
郡
開
国
公
・
左
威
衛
大
将
軍
同
正
・
刺
史
を
、

慕
容
復
が
青
海
国
王
・
左
金
吾
衛
大
将
軍
員
外
同
正
・
長
楽
都
督
を
授
与
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
爵
位
・
非
実
職
の
武
官
職
・
地
方
官
の

組
み
合
わ
せ
に
よ
る
授
与
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
睿
宗
期
に
は
7�

1�

1
年
に
阿
史

那
默
啜
（
6
）
に
右
驍
衛
員
外
大
将
軍
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
阿
史
那
默
啜
は
右
驍
員

外
大
将
軍
を
授
与
さ
れ
る
前
に
帰
国
公
（
6�

（�

3
年
）・
左
衛
大
将
軍
（
6�

（�

3
年
）・

驃
騎
大
将
軍
（
6�
（�
6
年
）・
特
進
（
6�

（�

6
年
）・
遷
善
可
汗
（
6�

（�

6
年
）
を
授
与

さ
れ
て
お
り
、
慕
容
宣
趙
と
同
様
に
玄
宗
期
直
前
の
時
期
に
員
外
官
の
授
与
が
開
始
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
宗
期
・
睿
宗
期
に
お
け
る
員
外
官
の
授
与
は
、
い
ず
れ

も
在
蕃
の
有
力
者
へ
の
授
与
と
い
う
点
が
共
通
し
て
お
り
、
異
民
族
の
君
長
へ
の
羈
縻

図表 5
朝代別の員外官授与数、授与人数

授与人数 授与件数

高宗期 � 2 人 � 2 件

中宗期 � 3 人 � 3 件

睿宗期 � 1 人 � 1 件

玄宗期 （1 人 （6 件

粛宗期 � （ 人 � 6 件

代宗期 � 1 人 � 1 件

徳宗期 � 2 人 � 2 件

憲宗期 � 2 人 � 2 件

文宗期 � 2 人 � 2 件

武宗期 � 1 人 � 1 件
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一
四

州
と
統
治
の
認
可
を
目
的
と
し
た
官
職
の
複
合
授
与
の
一
環
と
し
て
員
外
官
が
授
与

さ
れ
て
い
る
。
羈
縻
州
の
統
治
の
認
可
を
目
的
と
し
た
官
職
の
複
合
授
与
は
唐
初
よ

り
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
官
職
授
与
に
員
外
官
が
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な

る
の
は
、
中
宗
期
以
降
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
続
く
玄
宗
期
は
員
外
官
の
授
与
が
唐
代
を
通
じ
て
最
も
多
く
行
わ
れ
た
時
期
で
あ

る
。
玄
宗
期
に
は
延
べ
（（
人
に
（3
件
の
員
外
官
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
国
ご
と
の
内

訳
を
見
る
と
、
渤
海
（
件
、
突
厥
7
件
、
新
羅
6
件
、
奚
6
件
、
契
丹
6
件
、
突
騎

施
（
件
、
回
紇
3
件
、
高
句
麗
2
件
、
于

国
1
件
、
護
密
1
件
、
三
葛
邏
禄
1
件
、

百
蘭
1
件
、
吐
蕃
1
件
、
勃
律
1
件
、
黒
衣
大
食
1
件
、
骨
咄
禄
1
件
、
吐
谷
渾
1

件
と
な
る
。
渤
海
に
対
す
る
員
外
官
の
授
与
を
見
る
と
、
最
も
多
く
み
ら
れ
る
の
が

宿
衛
の
任
に
あ
っ
た
人
物
に
対
す
る
授
与
で
あ
り
、
大
述
芸
（
20
、
左
衛
大
将
軍
員

外
置
）、
大
昌
勃
價
（
26
、
左
威
衛
員
外
将
軍
）、
大
都
利
行
（
27
、
左
武
衛
大
将
軍

員
外
置
）、
蕃
（
（1
、
左
領
軍
衛
員
外
大
将
軍
）、
大
勗
進
（
（（
、
左
武
衛
大
将
軍
員
外
置
同
正
）
の
五
人
が
在
唐
の
状
態
で
宿
衛
の
任
に

つ
い
て
い
る
。
ま
た
、
大
祚
栄
（
7
、
左
驍
員
外
大
将
軍
）、
大
武
芸
（
21
、
左
驍
衛
員
外
大
将
軍
）
に
対
し
て
は
爵
位
や
地
方
官
と
共

に
員
外
官
が
授
与
さ
れ
て
お
り
、
と
も
に
渤
海
郡
王
・
忽
汗
州
都
督
を
複
合
授
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
爵
位
・
高
位
の
員
外
官
・

地
方
官
の
複
合
授
与
に
よ
る
羈
縻
州
統
治
の
認
可
を
目
的
と
し
た
授
与
に
お
け
る
員
外
官
の
授
与
は
中
宗
期
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
玄
宗

期
に
お
い
て
も
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
突
厥
に
対
し
て
は
7
人
に
7
件
の
員
外
官
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
内
地
羈

縻
州
に
在
住
し
て
い
る
者
が
火
拔
頡
利
發
（
（
、
左
衛
員
外
大
将
軍
）、
支
匐
忌
（
11
、
軍
衛
大
将
軍
員
外
置
）、
挾
跌
思
泰
（
12
、
右
衛

図表 6　員外官の国別授与数

授与人数 授与件数 授与人数 授与件数

渤海 （ 人 10 件 百済 1 人 1 件

突厥 （ 人 � （ 件 黒衣大食 1 人 1 件

新羅 （ 人 � （ 件 骨咄祿 1 人 1 件

奚 （ 人 11 件 三葛邏祿 1 人 1 件

契丹 7 人 � 7 件 中天竺 1 人 1 件

突騎施 （ 人 � （ 件 吐火羅 1 人 1 件

回紇 （ 人 � 6 件 東女国 1 人 1 件

高句麗 2 人 � 2 件 百蘭 1 人 1 件

東女 2 人 � 2 件 勃律 1 人 2 件

于 国 2 人 � 2 件 賓国 1 人 1 件

吐蕃 1 人 � 1 件 護密国 1 人 1 件

吐谷渾 3 人 � 3 件
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五

員
外
大
将
軍
）、
鶻
屈
頡
斤
（
13
、
左
驍
衛
大
将
軍
員
外
置
）
の
（
人
で
あ
り
、
火
拔
頡
利
發
に
は
燕
北
郡
王
（
爵
位
）
と
員
外
官
が
、

挾
跌
思
泰
に
は
樓
煩
郡
公
（
爵
位
）・
挾
跌
都
督
（
地
方
官
）・
特
進
（
文
散
官
）
が
員
外
官
と
複
合
し
て
授
与
さ
れ
て
い
る
。
官
爵
の
複

合
授
与
に
よ
る
羈
縻
州
統
治
の
認
可
は
渤
海
と
同
様
で
あ
る
。
斯
壁
紆
思
鮮
闕
（
3（
、
左
金
吾
衛
大
将
軍
員
外
）、
莫
賀
咄
頡
斤
（
（3
、

左
金
吾
衛
大
将
軍
員
外
置
）
の
2
人
は
、
授
与
の
記
録
に
「
放
還
蕃
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
在
蕃
の
人
物
へ
の
授
与
で
あ
り
、
爵
位
や
地
方

官
と
の
複
合
授
与
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
阿
史
那
忠
孝
（
1（
、
左
領
軍
衛
員
外
将
軍
）
は
授
与
に
至
る
前
後
の
事
情
が
不
明
で
あ
る
。
新

羅
に
対
し
て
は
6
人
に
6
件
の
員
外
官
授
与
が
行
わ
れ
て
お
り
、
渤
海
や
突
厥
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
文
官
職
の
員
外
官
が
授
与
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
他
の
官
職
と
の
複
合
授
与
は
見
ら
れ
ず
、
員
外
官
の
み
の
授
与
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
在
唐
で
宿
衛
の
任
に
あ
っ

た
の
が
金
志
満
（
31
、
太
僕
卿
員
外
置
）、
金
志
廉
（
33
、
鴻
臚
少
卿
員
外
置
同
正
員
）、
金
思
蘭
（
3（
、
太
僕
員
外
卿
）、
金
忠
信
（
37
、

左
領
軍
衛
員
外
大
将
軍
）
の
（
名
で
あ
り
、
残
る
金
志
良
（
32
、
太
僕
少
卿
員
外
置
）、
金
端
竭
丹
（
3（
、
衛
尉
少
卿
員
外
置
）
は
使
者

と
し
て
来
朝
し
た
新
羅
の
大
臣
へ
の
授
与
で
あ
り
、「
放
還
蕃
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
新
羅
に
対
す
る
員
外
官
の
授
与
は

渤
海
・
突
厥
と
異
な
り
、
羈
縻
州
統
治
を
目
的
と
し
た
複
数
の
官
職
の
複
合
授
与
に
員
外
官
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
宿
衛
や
使
者
に
対
し

て
員
外
官
の
授
与
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
述
し
た
新
羅
へ
の
検
校
官
の
授
与
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
奚
に
は
（
人
に
6
件
の
員
外
官
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
李
大
輔
（
1（
、
左
金
吾
衛
員
外
大
将
軍
）
は
爵
位
と
地
方
官
、
李
魯
蘇
（
23
、

右
金
吾
員
外
大
将
軍
・
右
羽
林
軍
員
外
将
軍
）
は
爵
位
と
使
職
、
李
詩
（
3（
、
左
羽
林
軍
大
将
軍
同
正
）
は
爵
位
・
文
散
官
・
地
方
官
と

の
複
合
授
与
で
あ
り
、
羈
縻
州
統
治
の
認
可
を
目
的
と
し
た
授
与
が
行
わ
れ
て
い
る
。
李
綴
（
2（
、
右
武
衛
員
外
大
将
軍
）
は
来
朝
し
た

際
に
員
外
官
を
授
与
さ
れ
「
放
還
蕃
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
突
騎
施
に
は
（
人
に
（
件
の
員
外
官
が
授
与
さ
れ
て
お
り
、
吐
火
仙
骨
啜

（
（7
、
左
金
吾
衛
員
外
大
将
軍
）
へ
の
授
与
が
爵
位
（
脩
義
王
）
と
の
複
合
授
与
で
あ
る
ほ
か
は
、
員
外
官
の
み
の
授
与
で
全
員
が
唐
に

来
降
し
た
際
の
授
与
と
な
っ
て
い
る
（
（0
、
（（
、
（6
、
（（
）。
阿
史
那
洪
達
（
（6
）
が
文
官
職
の
員
外
官
（
太
僕
員
外
卿
）
を
授
与
さ
れ
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て
い
る
こ
と
が
目
を
引
く
が
授
与
に
至
る
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
契
丹
に
は
6

人
に
6
件
の
員
外
官
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
李
楷
洛
（
（
、
左
羽
林
将
軍
同

正
）、
婆
固
（
1（
、
左
金
吾
衛
大
将
軍
員
外
置
同
正
員
）、
鬱
于
（
22
、
左
金
吾

衛
員
外
大
将
軍
）、
吐
于
（
2（
、
左
金
吾
衛
大
将
軍
）、
邵
固
（
2（
、
左
羽
林
軍

員
外
大
将
軍
）
の
（
人
は
爵
位
や
地
方
官
と
の
複
合
授
与
に
よ
っ
て
羈
縻
州
統

治
の
認
可
が
行
わ
れ
て
い
る
。
屬
固
家
（
2（
、
右
領
軍
衛
員
外
大
将
軍
）
も

「
放
還
蕃
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
授
与
後
は
在
蕃
の
状
態
で
の
授
与
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
回
紇
は
3
人
に
3
件
の
員
外
官
授
与
が
行
わ
れ
て
い
る
。

伏
帝
匐
（
1（
、
左
金
吾
衛
大
将
軍
員
外
置
同
正
員
）
は
地
方
官
と
使
職
が
員
外

官
と
と
も
に
授
与
さ
れ
て
お
り
、
思
力
裴
羅
（
（0
、
右
驍
衛
員
外
大
将
軍
）
は

員
外
官
と
爵
位
と
文
散
官
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
爵
位
や
地
方
官
と
の

複
合
授
与
で
あ
り
羈
縻
州
統
治
認
可
を
目
的
と
し
た
授
与
と
考
え
ら
れ
る
。
阿

悉
爛
頡
斤
（
（1
、
右
武
衛
員
外
将
軍
）
に
は
勲
功
に
対
し
て
右
武
衛
員
外
将
軍

が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
高
句
麗
は
2
人
に
2
件
の
員
外
官
が
授
与
さ
れ
て
お
り
、

高
拱
毅
（
16
、
左
領
軍
衛
将
軍
員
外
置
）
に
は
爵
位
と
地
方
官
が
、
高
文
簡

（
17
、
左
衛
員
外
大
将
軍
員
外
置
同
正
員
）
は
爵
位
を
同
時
に
授
与
さ
れ
て
お

り
、
回
紇
と
同
様
に
い
ず
れ
も
羈
縻
州
統
治
の
認
可
を
目
的
と
し
た
授
与
と
な

っ
て
い
る
。

図表 7　授与された員外官とその状況

出身国 授与対象 授与された員外官 授与状況

渤海、突厥、突騎施、
回紇、契丹、奚

冊封を受けた君長
羈縻州の君長

従三品以上の武職事官（十
二衛の大将軍、将軍）

爵位・地方官との複合授与

突厥、突騎施、吐蕃、
契丹、百済、高句麗

唐へ内附した君長 従三品以上の武職事官（十
二衛の大将軍、将軍）

太常員外卿

爵位・地方官との複合授与

渤海、于 国、中天
竺、 賓国、黒衣大
食、護密、勃律

唐に来朝した人物 従三品以上の武職事官（十
二衛の大将軍、将軍）

大僕員外卿、鴻臚少卿員外
置、太常少卿員外置、太子

舎人員外

文職事官、武職事官のみの授与

渤海、于 国、護密、
新羅

宿衛の人物 従三品以上の武職事官（十
二衛の大将軍、将軍）、大
僕員外卿、太僕卿員外置、
鴻臚少卿員外置同正員、

文職事官、武職事官のみの授与

新羅、渤海 使者への授与 太僕少卿員外置、衛尉員外
少卿、鴻臚卿同正

文職事官のみの授与
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七

　
勃
律
は
2
件
の
員
外
官
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
来
朝
し
た
勃
律
僧
伽
羅
密
多
（
（2
）
が
、
天
宝
四
載
に
右
金
吾
員
外
中
郎
将
を

天
宝
七
載
に
鴻
臚
員
外
卿
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
授
与
後
に
「
放
還
蕃
」
と
あ
り
、
来
朝
し
た
僧
侶
へ
員
外
官
の
授
与
が
行
わ

れ
て
い
る
。
残
る
于

、
護
密
、
三
葛
邏
禄
、
百
蘭
、
吐
蕃
、
黒
衣
大
食
、
骨
咄
禄
は
全
て
1
件
の
み
の
授
与
と
な
っ
て
い
る
。
唐
に
来

降
し
た
際
の
授
与
が
吐
蕃
の
悉
諾
邏
（
（7
、
左
驍
衛
員
外
大
将
軍
）、
吐
谷
渾
の
慕
容
道
奴
（
10
、
左
威
衛
大
将
軍
同
正
）。「
放
還
蕃
」

と
記
さ
れ
る
の
が
、
三
葛
邏
禄
の
苾
伽
葉
護
頓
阿
波
移
徤
啜
（
（3
、
左
武
衛
大
将
軍
員
外
置
）、
黒
衣
大
食
の
謝
多
阿
密
（
（（
、
左
金
吾

衛
員
外
大
将
軍
）、
護
密
国
の
羅
真
檀
（
36
、
左
金
吾
衛
将
軍
）、
前
後
の
事
情
が
不
明
な
の
が
百
蘭
の
籠
薫
占
庭
（
（6
、
左
武
衛
員
外
大

将
軍
）、
阿
摩
支
知
（
30
、
右
武
衛
大
将
軍
員
外
置
同
正
員
）、
頡
利
發
（
（（
、
左
羽
林
軍
大
将
軍
員
外
置
同
正
員
）
と
な
る
。
以
上
の
よ

う
に
、
玄
宗
期
に
お
け
る
異
民
族
に
対
す
る
員
外
官
の
授
与
は
、
玄
宗
期
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
爵
位
・
地
方
官
の
複
合
授
与
に
よ
る

羈
縻
州
統
治
の
認
可
に
加
え
て
、
宿
衛
や
使
者
、
外
国
僧
を
対
象
と
し
た
員
外
官
授
与
が
開
始
さ
れ
て
お
り
、
授
与
対
象
の
大
幅
な
拡
大

が
見
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　
粛
宗
期
に
は
（
人
に
6
件
の
員
外
官
授
与
が
行
わ
れ
て
い
る
。
回
紇
の
骨
啜
特
勒
（
61
）
は
2
件
の
員
外
官
（
鴻
臚
卿
員
外
置
・
左
羽

林
軍
員
外
大
将
軍
）
を
7�

（�

（
年
に
授
与
さ
れ
て
い
る
。
文
武
の
員
外
官
を
同
時
に
授
与
さ
れ
る
事
例
は
他
に
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、

こ
れ
は
骨
啜
特
勒
が
安
史
の
乱
鎮
圧
の
た
め
に
入
朝
し
て
い
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
于

国
の
葉
護
曜
（
62
）
は

7�

6�

0
年
に
来
朝
し
て
宿
衛
の
任
に
つ
い
た
際
に
大
僕
員
外
卿
を
授
与
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
中
天
竺
の
善
部
末
摩
（
（（
）
は
「
婆
羅
門
三
蔵
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
来
朝
し
た
仏
僧
に
文
官
職
の
員
外
官
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。

賓
国
の
藏
般
若
力
（
（（
）
は
「

賓
王
」
と
あ
り
、

授
与
に
い
た
る
経
緯
は
不
明
だ
が
来
朝
し
た
王
に
対
し
て
文
官
職
の
員
外
官
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
吐
火
羅
の
山
那
（
60
）
は
「
吐
火
羅

三
蔵
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
中
天
竺
の
場
合
と
同
様
に
来
朝
し
た
仏
僧
に
文
官
職
の
員
外
官
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
粛

宗
期
に
お
け
る
員
外
官
の
授
与
は
多
様
な
授
与
状
況
が
見
ら
れ
た
玄
宗
期
と
異
な
り
、
仏
僧
へ
の
文
官
職
の
員
外
官
の
授
与
、
宿
衛
に
は
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八

軍
事
に
関
連
の
あ
る
部
署
の
員
外
官
の
授
与
と
い
う
よ
う
に
、
個
人
ご
と
の
事
情
に
対
応
し
た
授
与
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き

る
。

　
代
宗
期
は
新
羅
の
金
標
石
（
63
）
に
衛
尉
員
外
少
卿
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
金
標
石
に
つ
い
て
は
「
来
賀
正
」・「
放
還
蕃
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
新
年
祝
賀
の
使
者
に
対
す
る
授
与
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
徳
宗
期
に
は
7�

（�

（
年
に
渤
海
の
使
者
で
あ
る
大
常
靖
（
6（
）
に
衛

尉
卿
同
正
が
、
7�
（�
7
年
に
渤
海
の
王
子
で
あ
る
大
清
允
（
6（
）
に
右
衛
将
軍
同
正
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
「
令
帰
国
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
授
与
後
は
在
藩
で
あ
る
と
分
か
る
。
ま
た
、
7�

（�

（
年
に
は
吐
谷
渾
の
慕
容
復
（
66
）
に
左
金
吾
衛
大
将
軍
同
正
が
授
与
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
爵
位
と
地
方
官
を
同
時
に
授
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
羈
縻
州
統
治
の
認
可
が
目
的
と
考
え
ら
れ
る
。

　
憲
宗
期
は
（�

0�

（
年
に
唐
に
来
降
し
た
奚
の
没
辱
孤
（
6（
）
に
対
し
て
右
領
軍
衛
将
軍
員
外
同
正
と
使
職
（
平
州
游

兵
馬
使
、
幽
州

盧
龍
軍
節
度
使
）
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
（�

0�

（
年
に
唐
に
来
降
し
た
索
低
（
67
）
に
対
し
て
は
右
武
威
衛
将
軍
同
正
と
使
職

（
檀
薊
州
游

兵
馬
使
）
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
翌
年
に
使
者
を
派
遣
し
て
い
る
こ
と
か
ら
在
蕃
の
有
力
者
に
対
す
る
授
与
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
玄
宗
期
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
爵
位
や
地
方
官
と
の
複
合
授
与
で
な
く
使
職
と
員
外
官
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
授
与
が
行
わ

れ
て
い
る
点
に
は
注
意
を
要
す
る
。
続
く
武
宗
期
は
奚
の
茹
羯
（
6（
）
が
（�

3�

0
年
に
内
附
し
た
際
に
右
驍
衛
将
軍
同
正
を
授
与
さ
れ
て

い
る
。
文
宗
期
に
は
契
丹
の
屈
戍
（
70
）
が
内
附
し
た
際
に
右
武
衛
将
軍
員
外
置
同
正
員
と
武
散
官
（
雲
麾
将
軍
）
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
唐
代
に
異
民
族
を
対
象
と
し
た
員
外
官
の
授
与
傾
向
に
つ
い
て
出
身
国
と
朝
代
を
軸
に
分
析
を
行
っ
た
。

そ
の
内
容
を
ま
と
め
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
　
員
外
官
は
検
校
・
試
・
兼
官
が
対
応
し
て
い
た
文
職
事
官
だ
け
で
な
く
武
職
事
官
に
対
応
し
て
お
り
、
武
職
事
官
の
授
与
件
数
が
非

常
に
多
く
な
っ
て
い
る
。

②
　
員
外
官
の
授
与
は
玄
宗
期
に
集
中
し
て
い
る
。
員
外
官
の
制
度
は
貞
観
期
か
ら
存
在
し
て
い
た
が
、
異
民
族
授
官
に
お
け
る
非
実
職
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一
九

官
の
授
与
が
本
格
的
に
行
わ
れ
る
の
は
開
元
期
以
降
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

③
　
渤
海
、
突
厥
、
新
羅
、
突
騎
施
、
回
紇
、
契
丹
、
奚
と
い
っ
た
唐
の
周
辺
国
が
員
外
官
の
主
な
授
与
対
象
と
な
る
。
検
校
官
・
試

官
・
兼
官
の
場
合
と
異
な
り
、
遊
牧
系
の
民
族
へ
の
授
与
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
々
に
は
、
冊
封
や
羈
縻
州
設
置
に
伴

う
官
爵
の
複
合
授
与
の
一
環
と
し
て
従
三
品
以
上
の
武
職
事
官
の
員
外
官
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。

④
　
新
羅
・
渤
海
の
使
者
に
対
し
て
は
従
三
品
以
上
の
文
職
事
官
の
員
外
官
が
授
与
さ
れ
て
お
り
、
新
羅
・
渤
海
に
文
官
職
が
授
与
さ
れ

る
傾
向
は
検
校
官
・
試
官
・
兼
官
の
場
合
と
共
通
す
る
。

⑤
　
遠
方
の
国
々
も
授
与
対
象
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
国
々
に
対
し
て
は
員
外
官
が
単
独
で
授
与
さ
れ
て
お
り
、
他
の
官
爵
と
の

複
合
授
与
は
見
ら
れ
な
い
。

お
わ
り
に

　
以
上
の
よ
う
に
本
稿
で
は
、
異
民
族
を
対
象
と
し
た
非
実
職
官
授
与
に
つ
い
て
検
校
官
・
試
官
・
兼
官
・
員
外
官
そ
れ
ぞ
れ
の
授
与
事

例
を
網
羅
的
に
分
析
し
て
考
察
を
行
っ
た
。
最
後
に
、
検
校
官
・
試
官
・
兼
官
・
員
外
官
そ
れ
ぞ
れ
の
授
与
傾
向
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た

内
容
か
ら
、
異
民
族
授
官
に
お
け
る
非
実
職
官
授
与
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
異
民
族
へ
の
非
実
職
官
の
授
与
に
お
い
て
、
検
校
官
・
試
官
・
兼
官
の
授
与
は
、
特
定
の
国
へ
の
冊
封
（
新
羅
・
渤
海
）
や
宿

衛
の
人
物
（
新
羅
）
へ
の
授
与
、
あ
る
い
は
一
時
期
に
集
団
で
内
属
し
た
国
々
へ
の
対
応
（
東
女
国
・
南
水
国
・
咄
霸
国
・
逋
租
国
・
清

遠
国
・
文
單
国
へ
の
授
与
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
限
定
さ
れ
た
状
況
に
お
け
る
事
例
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
の

一
方
で
、
員
外
官
は
授
与
さ
れ
た
件
数
が
最
も
多
く
、
授
与
の
対
象
と
な
っ
た
国
も
唐
の
周
辺
国
か
ら
遠
方
の
国
ま
で
多
岐
に
及
ん
で
い
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〇

た
。
ま
た
、
授
与
件
数
の
推
移
を
見
る
と
玄
宗
期
に
授
与
件
数
が
急
増
し
、
そ
の
後
も
継
続
し
て
授
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
玄
宗
期

に
増
加
し
た
異
民
族
へ
の
授
官
に
対
応
す
る
た
め
、
文
職
事
官
・
武
職
事
官
・
地
方
官
に
対
応
す
る
員
外
官
を
汎
用
性
の
高
い
非
実
職
官

と
し
て
異
民
族
授
官
に
本
格
的
に
導
入
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る）

（（
（

。
中
唐
期
以
降
に
異
民
族
へ
の
授
与
が
本
格
化
す
る
検
校
官
・
試
官
・

兼
官
が
限
定
さ
れ
た
状
況
に
お
け
る
授
与
に
と
ど
ま
る
の
も
、
用
途
の
広
い
員
外
官
の
授
与
が
先
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
た
め
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
新
羅
・
渤
海
に
対
し
て
は
、
冊
封
・
羈
縻
州
統
治
の
認
可
に
伴
う
官
爵
授
与
の
際
に
高
位
の
文
職
事
官
の
検
校
官
（
検
校
大
尉
、
検
校

司
空
、
検
校
司
徒
）
が
授
与
さ
れ
て
お
り
、
冊
封
の
一
環
と
し
て
検
校
の
文
職
事
官
の
授
与
が
見
ら
れ
る
の
は
新
羅
・
渤
海
の
み
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
新
羅
・
渤
海
・
南
詔
の
使
者
に
対
し
て
は
検
校
官
・
試
官
・
兼
官
・
員
外
官
の
文
職
事
官
（
非
実
職
の
文
職
事
官
）
が

主
に
授
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
々
に
は
唐
の
東
方
・
南
方
に
位
置
し
、
漢
字
文
化
を
受
容
し
た
と
い
う
共
通
性
を
指
摘
で
き
る
。

反
面
、
突
厥
・
突
騎
施
・
回
紇
・
契
丹
・
奚
と
い
っ
た
国
々
に
対
し
て
は
、
員
外
の
武
職
事
官
の
授
与
が
冊
封
・
羈
縻
州
設
置
の
際
に
授

与
さ
れ
て
お
り
、
来
朝
し
た
君
長
に
対
し
て
も
同
様
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
非
実
職
官
を
軸
に
周
辺
国
へ
の
官
爵
授
与

を
見
て
い
く
と
、「
東
方
・
南
方
─
文
官
」、「
西
方
・
北
方
─
武
官
」
と
い
う
対
応
関
係
が
見
え
る）

（（
（

。『
大
唐
開
元
礼
』
に
は
、
文
官
─
東

方
・
南
方
、
武
官
─
西
方
・
北
方
と
い
う
方
角
と
官
職
の
対
応
が
記
さ
れ
て
お
り
、
上
の
傾
向
と
符
合
す
る）

（（
（

。
そ
の
た
め
、
異
民
族
授
官

に
お
い
て
儀
礼
的
な
要
因
が
影
響
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
問
題
に
は
国
際
関
係
や
授
与
対
象
と
な
っ
た
個
人
へ
の
評
価
、

さ
ら
に
は
儀
礼
的
な
要
因
と
い
っ
た
多
く
の
問
題
が
影
響
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
留
め
今
後
考
察
を
進
め
た
い
。

ま
た
、
実
質
的
な
意
味
合
い
に
乏
し
い
官
職
授
与
と
い
う
点
で
は
、
死
後
の
贈
官
も
ま
た
非
実
職
的
な
性
質
を
持
つ
と
も
言
え
る
が
、
贈

官
の
授
与
に
は
故
人
に
対
す
る
評
価
や
出
身
国
と
の
関
係
に
加
え
て
、
生
前
に
与
え
ら
れ
た
官
職
の
位
階
等
多
く
の
要
素
が
影
響
す
る
た

め
本
稿
で
は
言
及
し
な
か
っ
た
。
こ
の
点
も
今
後
の
課
題
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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注（
1
）　
周
辺
民
族
の
君
長
を
対
象
と
し
た
王
号
や
爵
位
の
授
与
か
ら
、
唐
を
中
心
と
し
た
国
際
関
係
を
考
察
し
た
研
究
と
し
て
は
池
田
温
氏
、
坂
元
義
種

氏
、
金
子
修
一
氏
ら
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。
池
田
氏
は
、
唐
に
存
在
し
た
外
国
人
を
「
固
有
外
族
官
職
」・「
専
任
外
族
武
階
」・「
外
族
技
術
官
」・

「
武
官
、
宿
衛
」
に
分
類
さ
れ
、「
固
有
外
族
官
職
」・「
外
族
技
術
官
」
の
例
は
僅
少
で
あ
る
か
限
定
的
で
あ
り
、「
専
任
外
族
武
階
」・「
武
官
・
宿

衛
」
は
確
認
さ
れ
る
例
が
多
く
、
そ
の
職
務
に
つ
い
て
も
実
質
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
坂
元
氏
は
、
和
親
・
冊
封
の
概
念
を
軸

に
唐
を
中
心
と
し
た
新
羅
・
高
句
麗
・
百
済
・
日
本
・
渤
海
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
金
子
氏
は
王
号
の
授
与
に
注
目
さ
れ
、
唐
が
外

国
に
対
し
て
本
国
王
・
徳
化
王
の
二
種
類
の
王
号
を
使
い
分
け
て
授
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
周
辺
諸
国
と
の
国
際
関
係
形
成
の
一
端
を
為
し
て
い

た
と
さ
れ
て
い
る
。
劉
琴
麗
氏
は
、
唐
代
の
武
官
職
の
授
与
に
つ
い
て
総
括
的
な
研
究
を
行
わ
れ
て
い
る
が
、
外
国
人
を
対
象
と
し
た
官
職
授
与
に

つ
い
て
は
、「
頻
繁
に
見
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
概
観
的
な
考
察
に
止
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
池
田
温
「
唐
朝
処
遇
外
族
官
制
略

考
」
唐
代
史
研
究
会
『
隋
唐
帝
国
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』（
汲
古
書
院
、
1�

（�

7�

（
年
所
収
）。
坂
本
義
種
「
古
代
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
─
和
親
・
封

冊
・
使
節
よ
り
み
た
る
─
」、『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
日
本
と
朝
鮮
』（
吉
川
弘
文
館
、
1�

（�

（�

（
年
所
収
）。
金
子
修
一
『
隋
唐
の
国
際
秩
序
と
東
ア
ジ

ア
』（
名
著
刊
行
会
、
2�

0�

0�

1
年
）。
劉
琴
麗
、『
唐
代
武
官
選
任
制
度
初
探
』（
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
2�

0�

0�

6
年
）。

（
2
）　
頼
瑞
和
『
論
唐
代
的
検
校
官
制
』『
漢
学
研
究
』
第
2（
巻
、
第
1
期
、
2�

0�

0�

6
年
6
月
。
唐
代
の
非
実
職
官
の
研
究
に
は
、
頼
瑞
和
氏
に
よ
る

検
校
官
に
つ
い
て
の
研
究
が
あ
る
。
頼
氏
は
検
校
官
制
に
つ
い
て
試
官
・
兼
官
と
の
関
連
を
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
員
外
官
に
関
し
て
は
言
及
さ
れ

て
い
な
い
。

（
3
）　
唐
王
朝
に
よ
る
唐
人
と
外
国
人
の
区
分
と
し
て
「
化
外
人
」
の
概
念
が
あ
る
。『
唐
律
疏
議
』
名
例
律
、
化
外
人
相
犯
の
疏
議
に
「
化
外
人
と
は
、

蕃
夷
の
国
の
別
に
君
長
を
立
て
る
者
を
謂
う
」
と
あ
り
、
擅
興
律
、
征
討
告
賊
消
息
の
疏
議
で
は
化
外
人
を
「
声
教
の
外
、
四
夷
の
人
」
と
定
義
し

て
い
る
。
衛
禁
律
、
越
度
縁
辺
関
塞
で
は
、
化
外
人
と
の
密
か
な
交
易
、
化
外
人
と
の
結
婚
等
を
禁
じ
て
い
る
。
本
報
告
で
は
こ
の
「
化
外
人
」
に

該
当
す
る
人
物
を
分
析
の
対
象
と
し
た
。
化
外
人
に
つ
い
て
は
、
石
見
清
裕
「
唐
代
の
国
家
と
『
異
民
族
』」（『
歴
史
学
研
究
』
六
九
〇
号
、

1�

（�

（�

6
年
）
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
に
お
け
る
化
外
人
の
説
明
は
石
見
氏
の
所
論
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
（
）　
頼
瑞
和
氏
は
、『
宋
史
』
巻
一
七
〇
、
職
官
志
、
雑
制
に
引
か
れ
た
『
三
朝
志
』
の
記
述
「
検
校
・
兼
・
試
官
の
制
は
、
検
校
は
則
ち
三
師
・
三
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二
二

公
・
僕
射
・
尚
書
・
散
騎
常
侍
・
賓
客
・
祭
酒
・
卿
・
監
・
諸
行
郎
中
・
員
外
郎
の
類
、
兼
官
は
則
ち
御
史
大
夫
・
中
丞
、
侍
御
・
殿
中
・
監
察
御

史
、
試
秩
は
則
ち
大
理
司
直
・
評
事
・
秘
書
省
校
書
郎
。」
を
引
い
て
、
唐
代
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
、
検
校
官
・
兼
官
お
よ
び
試
の
根
源
が
唐
代

に
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
（
）『
旧
唐
書
』
巻
五
五
、
食
貨
志
、
文
武
官
禄

　
　
員
外
官
・
検
校
・
判
・
試
・
知
給
禄
料
食
糧
之
半
、
散
官
・
勳
官
・
衛
官
減
四
之
一
、
致
仕
五
品
以
上
給
半
禄
、
解
官
充
侍
亦
如
之
。
四
夷
宿

衛
同
京
官
。

（
6
）　
厳
耕
望
『
唐
僕
尚
丞
郎
表
』、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
1�

（�

（�

6

（
7
）　
前
掲
注
3
頼
論
文
参
照
。

（
（
）　『
文
献
通
考
』
巻
四
七
、
職
官
考
一

　
　
　
　
唐
自
太
宗
時
已
有
員
外
置
、
其
後
又
有
特
置
同
正
員
。
至
於
検
校
・
兼
・
守
・
判
・
知
之
類
、
皆
非
本
制
。

（
（
）　『
通
典
』
巻
十
九
、
職
官
一

　
　
　
　
員
外
官
、
其
初
但
云
員
外
。
至
永
徽
六
年
、
以
蒋
孝
璋
為
尚
薬
奉
御
、
員
外
特
置
、
仍
同
正
員
。
自
是
員
外
官
復
有
同
正
員

（
10
）　『
旧
唐
書
』
巻
一
八
四
、
列
伝
、
宦
官

　
　
　
　
則
天
称
制
、
二
十
年
間
、
差
増
員
位
。
中
宗
性
慈
、
務
崇
恩
貨
、
神
龍
中
、
宦
官
三
千
餘
人
、
超
授
七
品
以
上
員
外
官
者
千
餘
人

（
11
）　
員
外
官
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
杜
文
玉
「
論
唐
代
員
外
官
与
試
官
」『
中
国
中
古
政
治
与
社
会
史
論
稿
』（
三
秦
出
版
社
、
2�

0�

1�

0
所
収
）
を
参

照
。

（
12
）　
本
稿
の
非
実
職
官
の
授
与
記
録
は
、『
旧
唐
書
』、『
新
唐
書
』
の
本
紀
・
外
国
伝
、『
唐
会
要
』、『
冊
府
元
亀
』、『
資
治
通
鑑
』、『
三
国
史
紀
』、

『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
か
ら
抽
出
し
た
。

（
13
）　
奚
へ
の
官
爵
授
与
で
検
校
の
文
職
事
官
を
授
与
さ
れ
て
い
る
の
は
梅
落
の
み
で
あ
り
、
他
の
奚
出
身
の
人
物
に
対
す
る
羈
縻
州
統
治
の
認
可
を
目

的
と
し
た
授
与
は
爵
位
・
武
職
事
官
・
地
方
官
を
中
心
と
し
た
複
合
授
与
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

（
1（
）　
金
彦
昇
（
整
理
番
号
12
）
は
新
羅
国
王
を
授
与
さ
れ
て
い
る
が
、『
三
国
史
記
』
で
は
新
羅
王
と
記
さ
れ
て
い
る
。
金
子
修
一
氏
は
「
唐
代
冊
封

制
一
斑
」（
金
子
修
一
『
隋
唐
の
国
際
秩
序
と
東
ア
ジ
ア
』
名
著
刊
行
会
、
2�

0�
0�
1
年
所
収
）
に
お
い
て
、
金
彦
昇
の
新
羅
国
王
の
号
に
つ
い
て

例
外
的
な
事
例
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
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二
三

（
1（
）　
大
仁
秀
（
整
理
番
号
1（
）
も
（�

1�

（
年
に
検
校
秘
書
監
と
銀
青
光
禄
大
夫
を
授
与
さ
れ
、
（�

2�

0
年
に
検
校
司
空
、
金
紫
光
禄
大
夫
に
進
階
さ
れ

て
い
る
。

（
16
）　
兼
中
丞
と
あ
る
の
で
尹
輔
酋
に
授
与
さ
れ
た
の
は
兼
御
史
中
丞
と
考
え
ら
れ
る
。

（
17
）　
御
史
と
あ
る
だ
け
な
の
で
、
楊

龍
武
に
授
与
さ
れ
た
兼
官
が
兼
御
史
大
夫
・
兼
御
史
中
丞
・
兼
侍
御
史
・
兼
殿
中
侍
御
史
・
兼
監
察
御
史
の
い

ず
れ
か
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
。

（
1（
）　
他
国
の
宿
衛
の
人
物
に
対
し
て
は
十
二
衛
の
武
官
職
や
折
衝
府
の
官
が
主
に
授
与
さ
れ
て
い
る
。
宿
衛
の
人
物
に
対
す
る
授
与
は
3（
例
確
認
で
き

る
。
官
職
ご
と
の
授
与
は
、
武
職
事
官
が
13
件
、
折
衝
府
官
が
7
件
、
所
属
の
不
明
な
官
職
の
授
与
が
（
件
（
将
軍
、
中
郎
将
、
鎮
副
、
鎮
将
、
執

戟
と
み
記
載
）、
文
職
事
官
が
（
件
、
爵
位
が
1
件
と
な
る
。

（
1（
）　
阿
史
那
彌
射
は
顯
慶
二
年
（
6�

（�

7
年
）
に
右
武
衛
大
将
軍
、
崑
陵
都
護
、
驃
騎
大
将
軍
、
興
昔
亡
可
汗
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）　
慕
容
諾
曷
鉢
に
は
河
源
郡
王
、
青
海
国
王
、
安
楽
州
刺
史
、

馬
都
尉
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）　
文
官
職
の
員
外
官
で
あ
る
が
、
太
僕
寺
は
車
馬
の
管
轄
を
職
掌
と
す
る
部
署
で
あ
り
、
宿
衛
に
任
に
あ
る
人
物
に
授
与
さ
れ
て
も
不
自
然
で
は
な

い
。
他
国
の
宿
衛
の
人
物
に
対
し
て
も
太
僕
寺
の
官
員
の
員
外
官
が
授
与
さ
れ
て
い
る
（
図
表
整
理
番
号
31
、
32
、
3（
、
（6
）。

（
22
）　
異
民
族
授
官
に
お
い
て
員
外
官
の
地
方
官
が
授
与
さ
れ
た
事
例
は
確
認
で
き
な
い
が
、
唐
人
（
化
外
人
で
は
な
い
人
物
）
へ
の
員
外
官
の
授
与
を

見
る
と
、
両
唐
書
・
冊
府
元
亀
の
記
載
に
1�
7�
3
件
確
認
さ
れ
、
地
方
官
が
（（
件
、
文
職
事
官
が
（（
件
、
武
職
事
官
が
（1
件
授
与
さ
れ
て
い
る
。
地

方
官
の
授
与
が
最
も
多
く
、
そ
の
半
数
以
上
の
事
例
で
貶
官
と
し
て
授
与
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
文
職
事
官
の
授
与
で
は
、
皇
族
に
対
し
て
従
三
品

以
上
の
員
外
の
文
職
事
官
が
授
与
さ
れ
る
事
例
を
多
く
確
認
で
き
る
。
異
民
族
へ
の
員
外
官
の
授
与
に
お
い
て
地
方
官
の
授
与
は
一
件
も
見
ら
れ
な

い
こ
と
か
ら
、
唐
人
と
異
民
族
で
は
員
外
官
の
授
与
に
お
い
て
、
授
与
さ
れ
た
官
職
そ
の
も
の
に
明
確
な
差
異
が
存
在
し
て
い
る
点
を
改
め
て
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
23
）　
東
方
に
位
置
す
る
高
句
麗
に
左
衛
大
将
軍
員
外
置
同
正
員
、
左
領
軍
衛
将
軍
員
外
置
が
授
与
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
突
厥
の
勢
力
下
か
ら
唐
に

来
降
し
た
高
拱
毅
と
高
文
簡
に
対
す
る
授
与
で
あ
り
、
高
文
簡
が
同
時
に
遼
西
郡
王
を
授
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
高
句
麗
へ
の
授
与

と
し
て
で
は
な
く
突
厥
を
対
象
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
例
も
「
東
方
・
南
方
─
文
官
」、「
西
方
・
北
方
─
武
官
」
と

い
う
対
応
関
係
に
符
合
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

（
2（
）　『
大
唐
開
元
礼
』
巻
九
七
に
、
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二
四

　
　
典
儀
設
文
官
三
品
以
上
位
於
横
街
之
南
、
道
東
（
褒
聖
侯
於
三
品
之
下
）、
介
公
・
酅
公
位
於
道
西
、
武
官
三
品
以
上
於
介
公
・
酅
公
之
西
少
南
、

倶
毎
等
異
位
、
重
行
北
向
、
相
対
為
首
。
設
文
官
四
品
・
五
品
位
於
懸
東
、
六
品
以
下
於
横
街
之
南
、
毎
等
異
位
、
重
行
西
面
、
北
上
。
設
諸
州
朝

集
使
位
、
都
督
・
刺
史
及
三
品
以
上
、
東
方
・
南
方
於
文
官
三
品
之
東
、
重
行
北
面
、
西
上
、
西
方
・
北
方
於
武
官
三
品
之
西
、
重
行
北
面
、
東
上
。

四
品
以
下
、
皆
分
方
位
於
文
武
官
当
品
之
下
、
諸
州
使
人
分
方
位
於
朝
集
使
之
下
、
亦
如
之
。
設
諸
親
位
於
四
品
・
五
品
之
南
（
皇
帝
親
在
東
、
異

姓
親
在
西
）。
設
諸
方
客
位
、
三
等
以
上
東
方
・
南
方
於
東
方
朝
集
使
之
東
、
毎
国
異
位
、
重
行
北
面
、
西
上
、
西
方
・
北
方
於
西
方
朝
集
使
之
西
、

毎
国
異
位
、
重
行
北
面
、
東
上
。
四
等
以
下
、
分
方
位
於
朝
集
使
六
品
之
下
、
重
行
、
毎
等
異
位
。

　
　
と
あ
る
。
文
官
三
品
以
上
の
席
次
は
東
、
武
官
三
品
以
上
の
席
次
は
西
と
な
っ
て
お
り
、
東
方
・
南
方
の
朝
集
使
・
刺
史
・
都
督
の
席
次
は
文
官
三

品
以
上
の
東
で
あ
り
、
西
方
・
北
方
の
朝
集
使
・
刺
史
・
都
督
の
席
次
は
武
官
三
品
の
西
と
な
る
。
さ
ら
に
東
方
・
南
方
の
蕃
望
（
唐
に
よ
る
外
国

人
へ
の
ラ
ン
ク
付
け
）
三
等
以
上
は
東
方
・
南
方
の
朝
集
使
の
東
、
西
方
・
北
方
の
蕃
望
三
等
以
上
は
西
方
・
北
方
の
朝
集
使
の
西
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
席
次
に
見
ら
れ
る
、
文
官
─
東
方
・
南
方
、
武
官
─
西
方
・
北
方
と
い
う
関
係
は
、
本
稿
の
分
析
結
果
と
符
合
す
る
。
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二
五

別
表

1
整

理
番

号
人

名
出

身
国

授
与

さ
れ

た
官

爵
授

与
官

爵
の

詳
細

官
爵

授
与

の
経

緯
官

爵
授

与
後

の
経

緯
元

号
年

代
備

考
出

典

1
大

欽
茂

渤
海

桂
婁

郡
王

従
一

品
、

爵
在

蕃
開

元
二

十
年

733
武

芸
子

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二
1

大
欽

茂
渤

海
渤

海
郡

王
従

一
品

、
爵

襲
父

位
為

※
旧

　
詔

遣
內

侍
段

守
簡

往
冊

、
為

在
蕃

開
元

二
五

年
737

嵩
璘

父
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
唐

会
要

、
巻

九
六

、
渤

海
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

七
、

外
臣

部
、

継
襲

1
大

欽
茂

渤
海

忽
汗

州
都

督
嗣

其
父

為
在

蕃
開

元
二

五
年

737
武

芸
子

嗣
其

父
為

と
あ

る
の

で
、

73（
年

の
記

事
と

同
じ

授
官

と
考

え
ら

れ
る

。

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
七

、
外

臣
部

、
継

襲

1
大

欽
茂

渤
海

左
驍

衛
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

嗣
其

父
為

在
蕃

開
元

二
五

年
737

員
外

官
武

芸
子

嗣
其

父
為

と
あ

る
の

で
、

73（
年

の
記

事
と

同
じ

授
官

と
考

え
ら

れ
る

。

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨

1
大

欽
茂

渤
海

左
金

吾
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

襲
父

位
為

在
蕃

開
元

二
六

年
73（

嵩
璘

父
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

唐
会

要
、

巻
九

六
、

渤
海

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
1

大
欽

茂
渤

海
太

子
詹

事
賓

客
正

三
品

、
文

職
事

官
累

加
在

蕃
天

宝
中

天
寶

中
嵩

璘
父

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
唐

会
要

、
巻

九
六

、
渤

海
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

1
大

欽
茂

渤
海

特
進

正
二

品
、

文
散

官
累

加
在

蕃
天

宝
中

天
寶

中
嵩

璘
父

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
唐

会
要

、
巻

九
六

、
渤

海
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

1
大

欽
茂

渤
海

渤
海

国
王

正
一

品
、

爵
進

封
在

蕃
宝

應
元

年
762

詔
以

渤
海

為
国

嵩
璘

父
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

唐
会

要
、

巻
九

六
、

渤
海

新
唐

書
、

巻
二

一
九

、
北

狄
、

渤
海

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
七

、
外

臣
部

、
継

襲
1

大
欽

茂
渤

海
検

校
太

尉
正

一
品

、
文

職
事

官
累

加
拜

在
蕃

宝
應

元
年

762
新

唐
書

で
は

検
校

官
で

、
寶

應
元

年
、

762
年

嵩
璘

父

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
唐

会
要

、
巻

九
六

、
渤

海
新

唐
書

、
巻

二
一

九
、

北
狄

、
渤

海
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

1
大

欽
茂

渤
海

司
空

正
一

品
、

文
職

事
官

累
加

拜
在

蕃
宝

應
元

年
762

嵩
璘

父
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

唐
会

要
、

巻
九

六
、

渤
海

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
2

新
羅

使
新

羅
検

校
礼

部
尚

書
正

三
品

、
文

職
事

官
検

校
官

広
徳

二
年

76（
朝

貢
使

へ
の

授
与

人
名

不
明

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

六
、

外
臣

部
、

褒
異

三
三

国
史

記
、

巻
九

、
新

羅
本

紀
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二
六

3
金

良
相

新
羅

使
持

節
大

都
督

為
在

蕃
貞

元
元

年
7（（

唐
会

要
で

は
、

都
督

旧
唐

書
、

巻
十

二
、

本
紀

、
徳

宗
上

唐
会

要
、

巻
九

十
五

、
新

羅
3

金
良

相
新

羅
新

羅
王

正
一

品
、

爵
為

在
蕃

貞
元

元
年

7（（
冊

府
元

亀
で

は
建

中
四

年
、

7（3
年唐

会
要

で
は

新
羅

国
王

旧
唐

書
、

巻
十

二
、

本
紀

、
徳

宗
上

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

上
、

列
伝

、
東

夷
、

新
羅

国
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

唐
会

要
、

巻
九

十
五

、
新

羅
三

国
史

記
、

巻
九

、
新

羅
本

紀
九

3
金

良
相

新
羅

検
校

太
尉

正
一

品
、

文
職

事
官

在
蕃

貞
元

元
年

7（（
冊

府
元

亀
で

は
、

簡
較

太
師

検
校

官
旧

唐
書

、
巻

十
二

、
本

紀
、

徳
宗

上
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
上

、
列

伝
、

東
夷

、
新

羅
国

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
唐

会
要

、
巻

九
十

五
、

新
羅

三
国

史
記

、
巻

九
、

新
羅

本
紀

九
3

金
良

相
新

羅
新

羅
都

督
為

在
蕃

貞
元

元
年

7（（
羈

縻
州

旧
唐

書
、

巻
十

二
、

本
紀

、
徳

宗
上

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

上
、

列
伝

、
東

夷
、

新
羅

国
冊

府
元

亀
、

外
臣

部
、

封
冊

三
唐

会
要

、
巻

九
十

五
、

新
羅

3
金

良
相

新
羅

雞
林

州
刺

史
在

蕃
貞

元
元

年
7（（

州
の

上
・

中
・

下
が

不
明

な
た

め
、

詳
し

い
官

品
は

不
明

羈
縻

州
冊

府
元

亀
で

は
建

中
四

年
、

7（3
年

旧
唐

書
、

列
伝

、
第

一
四

十
九

上
、

東
夷

、
新

羅
国

旧
唐

書
、

巻
十

二
、

本
紀

、
徳

宗
上

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
唐

会
要

、
巻

九
十

五
、

新
羅

三
国

史
記

、
巻

九
、

新
羅

本
紀

九
3

金
良

相
新

羅
寧

海
軍

使
在

蕃
貞

元
元

年
7（（

軍
使

の
官

品
は

不
明

冊
府

元
亀

で
は

建
中

四
年

、
7（3

年

旧
唐

書
、

巻
十

二
、

本
紀

、
徳

宗
上

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

上
、

列
伝

、
東

夷
、

新
羅

国
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

唐
会

要
、

巻
九

十
五

、
新

羅
三

国
史

記
、

巻
九

、
新

羅
本

紀
九

（
金

敬
信

新
羅

寧
海

軍
使

襲
其

官
爵

在
蕃

貞
元

元
年

7（（
新

羅
上

相
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

唐
会

要
、

巻
九

五
、

新
羅

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

六
、

外
臣

部
、

継
襲

（
金

敬
信

新
羅

新
羅

王
正

一
品

、
爵

襲
其

官
爵

在
蕃

貞
元

元
年

7（（
金

良
相

の
従

兄
弟

旧
唐

書
に

は
「

襲
其

官
爵

」、
新

唐
書

に
は

「
襲

王
」

の
み

あ
る

唐
会

要
で

は
、

新
羅

国
王

新
羅

上
相

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
唐

会
要

、
巻

九
五

、
新

羅
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
六

、
外

臣
部

、
継

襲

（
金

敬
信

新
羅

検
校

太
尉

正
一

品
、

文
職

事
官

襲
其

官
爵

在
蕃

貞
元

元
年

7（（
金

良
相

の
従

兄
弟

新
羅

上
相

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
唐

会
要

、
巻

九
五

、
新

羅
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
六

、
外

臣
部

、
継

襲
（

金
敬

信
新

羅
新

羅
都

督
襲

其
官

爵
在

蕃
貞

元
元

年
7（（

新
羅

上
相

羈
縻

州
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

唐
会

要
、

巻
九

五
、

新
羅

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

六
、

外
臣

部
、

継
襲
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二
七

（
金

敬
信

新
羅

鶏
林

州
刺

史
襲

其
官

爵
在

蕃
貞

元
元

年
7（（

新
羅

上
相

羈
縻

州
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

唐
会

要
、

巻
九

五
、

新
羅

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

六
、

外
臣

部
、

継
襲

（
薬

羅
葛

炅
回

紇
検

校
尚

書
右

僕
射

従
二

品
、

文
職

事
官

来
朝

使
者

へ
の

授
与

貞
元

八
年

7（2
使

者
へ

の
授

与
検

校
官

本
唐

人
呂

氏
、

為
可

汗
養

子

新
唐

書
、

巻
二

一
七

上
、

回
鶻

上

6
尹

輔
酋

南
詔

検
校

太
子

詹
事

正
三

品
、

文
職

事
官

為
貞

元
十

一
年

7（（
使

者
に

対
す

る
授

与
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
六

、
外

臣
部

、
褒

異
三

6
尹

輔
酋

南
詔

兼
中

丞
貞

元
十

一
年

7（（
兼

御
史

中
丞

か
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
六

、
外

臣
部

、
褒

異
三

7
金

俊
邕

新
羅

鶏
林

州
大

都
督

持
節

冊
命

襲
在

蕃
貞

元
十

六
年

（00
羈

縻
州

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

上
、

列
伝

、
東

夷
、

新
羅

国
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

7
金

俊
邕

新
羅

新
羅

王
正

一
品

、
爵

持
節

冊
命

襲
在

蕃
貞

元
十

六
年

（00
旧

唐
書

、
本

紀
・

冊
府

元
亀

で
は

新
羅

国
王

と
な

っ
て

い
る

（
さ

ん
ず

い
に

母
）

東
金

石
苑

、
劉

燕
庭

撰
、

未
題

朝
代

、
唐
鍫

蔵
時

碑
で

は
、

貞
元

十
六

年

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

上
、

列
伝

、
東

夷
、

新
羅

国
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

唐
会

要
、

巻
九

十
五

、
新

羅
三

国
史

記
、

巻
十

、
新

羅
本

紀
十

7
金

俊
邕

新
羅

検
校

太
尉

正
一

品
、

文
職

事
官

持
節

冊
命

襲
在

蕃
貞

元
十

六
年

（00
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
上

、
列

伝
、

東
夷

、
新

羅
国

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
唐

会
要

、
巻

九
十

五
、

新
羅

三
国

史
記

、
巻

十
、

新
羅

本
紀

十
7

金
俊

邕
新

羅
開

府
儀

同
三

司
従

一
品

、
文

散
官

持
節

冊
命

襲
在

蕃
貞

元
十

六
年

（00
令

司
封

郎
中

兼
御

史
中

丞
韋

丹
持

節
冊

命
と

あ
る

が
、

道
中

、
金

俊
邕

の
訃

報
を

受
け

、
子

の
立

つ
の

を
認

め
て

い
る

。
官

位
の

世
襲

の
有

無
は

不
明

。

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

上
、

列
伝

、
東

夷
、

新
羅

国
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

唐
会

要
、

巻
九

十
五

、
新

羅
三

国
史

記
、

巻
十

、
新

羅
本

紀
十

（
大

嵩
璘

渤
海

渤
海

郡
王

従
一

品
、

爵
遣

內
常

侍
殷

志
贍

冊
在

蕃
貞

元
十

一
年

7（（
旧

唐
書

、
巻

十
三

、
本

紀
、

徳
宗

下
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

（
大

嵩
璘

渤
海

忽
汗

州
都

督
冊

、
為

在
蕃

貞
元

十
一

年
7（（

内
常

侍
殷

志
瞻

冊
書

往
渤

海
冊

羈
縻

州
と

あ
る

旧
唐

書
、

巻
十

三
、

本
紀

、
徳

宗
下

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
七

、
外

臣
部

、
継

襲
（

大
嵩

璘
渤

海
渤

海
国

王
正

一
品

、
爵

進
封

在
蕃

貞
元

十
四

年
7（（

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

（
大

嵩
璘

渤
海

検
校

司
空

正
一

品
、

文
職

事
官

加
在

蕃
貞

元
十

四
年

7（（
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
（

大
嵩

璘
渤

海
銀

青
光

祿
大

夫
従

三
品

、
文

散
官

加
在

蕃
貞

元
十

四
年

7（（
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
（

大
嵩

璘
渤

海
検

校
司

徒
正

一
品

、
文

職
事

官
遣

使
来

朝
、

加
在

蕃
永

貞
元

年
（0（

旧
唐

書
、

渤
海

伝
で

は
検

校
司

空
旧

唐
書

、
巻

十
四

、
本

紀
、

順
宗

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

（
大

嵩
璘

渤
海

金
紫

光
祿

大
夫

正
三

品
、

文
散

官
遣

使
来

朝
、

加
在

蕃
永

貞
元

年
（0（

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三
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二
八

（
大

嵩
璘

渤
海

検
校

太
尉

正
一

品
、

文
職

事
官

加
在

蕃
元

和
元

年
（06

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
旧

唐
書

、
巻

十
四

、
本

紀
、

憲
宗

上
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

（
大

嵩
鄰

渤
海

右
驍

衛
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

有
詔

授
在

蕃
年

代
不

明
年

代
不

明
最

初
の

授
官

欽
茂

少
子

新
唐

書
、

巻
二

一
九

　
北

狄
、

渤
海

（
金

重
熙

新
羅

上
柱

国
正

二
品

、
勲

官
為遣

使
冊

命
在

蕃
貞

元
二

一
年

（0（
旧

唐
書

、
巻

十
四

、
本

紀
、

順
宗

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
三

国
史

記
、

巻
十

、
新

羅
本

紀
十

（
金

重
熙

新
羅

新
羅

王
正

一
品

、
爵

為遣
使

冊
命

在
蕃

貞
元

二
一

年
（0（

旧
唐

書
、

巻
十

四
、

本
紀

、
順

宗
三

国
史

記
、

巻
十

、
新

羅
本

紀
十

（
金

重
熙

新
羅

検
校

太
尉

正
一

品
、

文
職

事
官

為遣
使

冊
命

在
蕃

貞
元

二
一

年
（0（

旧
唐

書
、

巻
十

四
、

本
紀

、
順

宗
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

三
国

史
記

、
巻

十
、

新
羅

本
紀

十
（

金
重

熙
新

羅
鶏

林
州

刺
史

為遣
使

冊
命

在
蕃

貞
元

二
一

年
（0（

羈
縻

州
旧

唐
書

、
巻

十
四

、
本

紀
、

順
宗

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
三

国
史

記
、

巻
十

、
新

羅
本

紀
十

（
金

重
熙

新
羅

開
府

儀
同

三
司

従
一

品
、

文
散

官
為遣

使
冊

命
在

蕃
貞

元
二

一
年

（0（
授

官
前

は
、

新
羅

嗣
王

旧
唐

書
、

巻
十

四
、

本
紀

、
順

宗
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

三
国

史
記

、
巻

十
、

新
羅

本
紀

十
（

金
重

熙
新

羅
使

持
節

大
都

督
従

二
品

、
文

職
事

官
、

地
方

官
為遣

使
冊

命
在

蕃
貞

元
二

一
年

（0（
羈

縻
州

旧
唐

書
、

巻
十

四
、

本
紀

、
順

宗
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

三
国

史
記

、
巻

十
、

新
羅

本
紀

十
（

金
重

熙
新

羅
鶏

林
州

諸
軍

事
為遣

使
冊

命
在

蕃
貞

元
二

一
年

（0（
羈

縻
州

旧
唐

書
、

巻
十

四
、

本
紀

、
順

宗
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

三
国

史
記

、
巻

十
、

新
羅

本
紀

十
（

金
重

熙
新

羅
持

節
寧

海
軍

使
為遣

使
冊

命
在

蕃
貞

元
二

一
年

（0（
旧

唐
書

、
巻

十
四

、
本

紀
、

順
宗

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
三

国
史

記
、

巻
十

、
新

羅
本

紀
十

10
梅

落
奚

国
検

校
司

空
正

一
品

、
文

職
事

官
身

入
朝

放
還

蕃
と

あ
る

の
で

、
在

蕃
羈

縻
州

の
管

理

元
和

元
年

（06
旧

志
で

は
、「

來
朝

、
加

」
奚

王
　

落
唐

会
要

の
み

、
太

和
元

年
、

（27
年放

還
蕃

旧
唐

書
、

巻
十

四
、

本
紀

、
憲

宗
上

、
元

和
元

年
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
奚

国
新

唐
書

、
巻

二
一

九
、

列
伝

、
北

狄
、

奚
国

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

六
、

外
臣

部
、

褒
異

三
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

唐
会

要
、

巻
九

六
、

奚
10

梅
落

奚
国

饒
楽

郡
王

従
一

品
、

爵
入

朝
、

放
還

蕃
放

還
蕃

と
あ

る
の

で
、

在
蕃

羈
縻

州
の

管
理

元
和

元
年

（06
冊

府
元

亀
で

は
、

奚
王

　
落

放
還

蕃
旧

唐
書

、
巻

十
四

、
本

紀
、

憲
宗

上
、

元
和

元
年

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

六
、

外
臣

部
、

褒
異

三
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

10
梅

落
奚

国
帰

誠
王

正
一

品
、

爵
身

入
朝

放
還

蕃
と

あ
る

の
で

、
在

蕃
羈

縻
州

の
管

理

元
和

元
年

（06
新

志
で

は
、

帰
誠

郡
王

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

奚
国

新
唐

書
、

巻
二

一
九

、
列

伝
、

北
狄

、
奚

国
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二
九

10
梅

落
奚

国
饒

楽
府

都
督

身
入

朝
放

還
蕃

と
あ

る
の

で
、

在
蕃

羈
縻

州
の

管
理

元
和

元
年

（06
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
奚

国

10
梅

落
奚

国
銀

青
光

祿
大

夫
従

三
品

、
文

散
官

入
朝

、
放

還
蕃

放
還

蕃
と

あ
る

の
で

、
在

蕃
羈

縻
州

の
管

理

元
和

元
年

（06
奚

王
　

落
放

還
蕃

旧
唐

書
、

巻
十

四
、

本
紀

、
憲

宗
上

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

六
、

外
臣

部
、

褒
異

三
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

11
大

元
瑜

渤
海

渤
海

国
王

正
一

品
、

爵
依

前
在

蕃
元

和
四

年
（0（

嵩
璘

男
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
11

大
元

瑜
渤

海
検

校
祕

書
監

従
三

品
、

文
職

事
官

遣
使

朝
貢

在
蕃

元
和

四
年

（0（
嵩

璘
男

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

11
大

元
瑜

渤
海

忽
汗

州
都

督
遣

使
朝

貢
在

蕃
元

和
四

年
（0（

嵩
璘

男
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
11

大
元

瑜
渤

海
銀

青
光

祿
大

夫
従

三
品

、
文

散
官

遣
使

朝
貢

在
蕃

元
和

四
年

（0（
嵩

璘
男

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

12
金

彦
昇

新
羅

持
節

寧
海

軍
使

授兼
在

蕃
元

和
七

年
（12

遣
使

金
昌

南
等

來
告

哀
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
上

、
列

伝
、

第
一

四
九

上
、

東
夷

、
新

羅
国

旧
唐

書
、

巻
十

五
、

本
紀

、
憲

宗
下

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
唐

会
要

、
巻

九
五

、
新

羅
三

国
史

記
、

巻
十

、
新

羅
本

紀
十

12
金

彦
昇

新
羅

新
羅

国
王

正
一

品
、

爵
授

在
蕃

元
和

七
年

（12
遣

使
金

昌
南

等
來

告
哀

三
国

史
記

で
は

、
新

羅
王

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

上
、

列
伝

、
第

一
四

九
上

、
東

夷
、

新
羅

国
旧

唐
書

、
巻

十
五

、
本

紀
、

憲
宗

下
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

唐
会

要
、

巻
九

五
、

新
羅

三
国

史
記

、
巻

十
、

新
羅

本
紀

十
12

金
彦

昇
新

羅
検

校
太

尉
正

一
品

、
文

職
事

官
授

在
蕃

元
和

七
年

（12
遣

使
金

昌
南

等
來

告
哀

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

上
、

列
伝

、
第

一
四

九
上

、
東

夷
、

新
羅

国
旧

唐
書

、
巻

十
五

、
本

紀
、

憲
宗

下
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

唐
会

要
、

巻
九

五
、

新
羅

三
国

史
記

、
巻

十
、

新
羅

本
紀

十
12

金
彦

昇
新

羅
雞

林
州

刺
史

授
在

蕃
元

和
七

年
（12

遣
使

金
昌

南
等

來
告

哀
羈

縻
州

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

上
、

列
伝

、
第

一
四

九
上

、
東

夷
、

新
羅

国
12

金
彦

昇
新

羅
開

府
儀

同
三

司
従

一
品

、
文

散
官

授兼
在

蕃
元

和
七

年
（12

遣
使

金
昌

南
等

來
告

哀
新

羅
の

相
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
上

、
列

伝
、

第
一

四
九

上
、

東
夷

、
新

羅
国

旧
唐

書
、

巻
十

五
、

本
紀

、
憲

宗
下

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
唐

会
要

、
巻

九
五

、
新

羅
三

国
史

記
、

巻
十

、
新

羅
本

紀
十
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三
〇

12
金

彦
昇

新
羅

上
柱

国
正

二
品

、
勲

官
授

在
蕃

元
和

七
年

（12
遣

使
金

昌
南

等
來

告
哀

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

上
、

列
伝

、
第

一
四

九
上

、
東

夷
、

新
羅

国
旧

唐
書

、
巻

十
五

、
本

紀
、

憲
宗

下
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

唐
会

要
、

巻
九

五
、

新
羅

三
国

史
記

、
巻

十
、

新
羅

本
紀

十
12

金
彦

昇
新

羅
使

持
節

大
都

督
従

二
品

、
文

職
事

官
、

地
方

官
授

在
蕃

元
和

七
年

（12
遣

使
金

昌
南

等
來

告
哀

三
国

史
記

で
は

、
使

持
節

大
都

督
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
上

、
列

伝
、

第
一

四
九

上
、

東
夷

、
新

羅
国

旧
唐

書
、

巻
十

五
、

本
紀

、
憲

宗
下

冊
府

元
亀

、
外

臣
部

、
封

冊
三

唐
会

要
、

巻
九

五
、

新
羅

三
国

史
記

、
巻

十
、

新
羅

本
紀

十
12

金
彦

昇
新

羅
雞

林
州

諸
軍

事
授

在
蕃

元
和

七
年

（12
遣

使
金

昌
南

等
來

告
哀

羈
縻

州
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
上

、
列

伝
、

第
一

四
九

上
、

東
夷

、
新

羅
国

旧
唐

書
、

巻
十

五
、

本
紀

、
憲

宗
下

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
唐

会
要

、
巻

九
五

、
新

羅
三

国
史

記
、

巻
十

、
新

羅
本

紀
十

13
大

言
義

渤
海

渤
海

国
王

正
一

品
、

爵
授

在
蕃

元
和

八
年

（13
元

瑜
弟

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

七
、

外
臣

部
、

継
襲

13
大

言
義

渤
海

検
校

祕
書

監
従

三
品

、
文

職
事

官
授

在
蕃

元
和

八
年

（13
元

瑜
弟

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

13
大

言
義

渤
海

忽
汗

州
都

督
授

在
蕃

元
和

八
年

（13
元

瑜
弟

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

13
大

言
義

渤
海

銀
青

光
祿

大
夫

従
三

品
、

文
散

官
授

在
蕃

元
和

八
年

（13
元

瑜
弟

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

1（
大

仁
秀

渤
海

忽
汗

州
都

督
遣

使
来

朝
且

告
哀

為

在
蕃

元
和

十
三

年
（1（

羈
縻

州
旧

唐
書

、
巻

十
四

、
本

紀
、

憲
宗

下
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

1（
大

仁
秀

渤
海

渤
海

国
王

正
一

品
、

爵
遣

使
来

朝
且

告
哀

為

在
蕃

元
和

十
三

年
（1（

旧
唐

書
、

巻
十

四
、

本
紀

、
憲

宗
下

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

七
、

外
臣

部
、

継
襲

1（
大

仁
秀

渤
海

検
校

祕
書

監
従

三
品

、
文

職
事

官
遣

使
来

朝
且

告
哀

為

在
蕃

元
和

十
三

年
（1（

旧
唐

書
、

巻
十

四
、

本
紀

、
憲

宗
下

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

1（
大

仁
秀

渤
海

銀
青

光
祿

大
夫

従
三

品
、

文
散

官
遣

使
来

朝
且

告
哀

為

在
蕃

元
和

十
三

年
（1（

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

1（
大

仁
秀

渤
海

渤
海

都
督

遣
使

来
朝

、
加

在
蕃

元
和

十
五

年
（20

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
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三
一

1（
大

仁
秀

渤
海

検
校

司
空

正
一

品
、

文
職

事
官

遣
使

来
朝

、
加

在
蕃

元
和

十
五

年
（20

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

1（
大

仁
秀

渤
海

金
紫

光
祿

大
夫

正
三

品
、

武
散

官
遣

使
来

朝
、

加
在

蕃
元

和
十

五
年

（20
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
1（

大
彝

震
渤

海
渤

海
都

督
為

在
蕃

太
和

五
年

（31
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

1（
大

彝
震

渤
海

渤
海

国
王

正
一

品
、

爵
為

在
蕃

太
和

五
年

（31
旧

唐
書

、
巻

十
七

下
、

本
紀

、
文

宗
下

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

七
、

外
臣

部
、

継
襲

1（
大

彝
震

渤
海

検
校

祕
書

監
従

三
品

、
文

職
事

官
為

在
蕃

太
和

五
年

（31
旧

唐
書

、
巻

十
七

下
、

本
紀

、
文

宗
下

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

1（
大

彝
震

渤
海

忽
汗

州
都

督
為

在
蕃

太
和

五
年

（31
羈

縻
州

旧
唐

書
、

巻
十

四
、

本
紀

、
憲

宗
下

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
1（

大
彝

震
渤

海
銀

青
光

祿
大

夫
従

三
品

、
文

散
官

為
在

蕃
太

和
五

年
（31

翌
年

に
、「

遣
王

子
大

明
俊

等
來

朝
」

と
あ

る
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
16

金
景

徽
新

羅
上

柱
国

正
二

品
、

勲
官

持
節

冊
命

在
蕃

太
和

五
年

（31
旧

唐
書

、
巻

十
七

、
本

紀
、

文
宗

下
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

16
金

景
徽

新
羅

新
羅

王
正

一
品

、
爵

兼持
節

冊
命

在
蕃

太
和

五
年

（31
冊

府
元

亀
で

は
、

新
羅

王
旧

唐
書

、
巻

十
七

、
本

紀
、

文
宗

下
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
上

、
列

伝
、

第
一

四
九

上
、

東
夷

、
新

羅
国

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
唐

会
要

、
巻

九
五

、
新

羅
三

国
史

記
、

巻
十

、
新

羅
本

紀
十

16
金

景
徽

新
羅

検
校

太
尉

正
一

品
、

文
職

事
官

持
節

冊
命

在
蕃

太
和

五
年

（31
旧

唐
書

、
本

紀
で

は
検

校
太

保
と

な
っ

て
い

る
。

旧
唐

書
、

巻
十

七
、

本
紀

、
文

宗
下

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

上
、

列
伝

、
第

一
四

九
上

、
東

夷
、

新
羅

国
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

唐
会

要
、

巻
九

五
、

新
羅

三
国

史
記

、
巻

十
、

新
羅

本
紀

十
16

金
景

徽
新

羅
雞

林
州

大
都

督
従

二
品

、
文

職
事

官
、

地
方

官
持

節
冊

命
在

蕃
太

和
五

年
（31

旧
唐

書
、

巻
十

七
、

本
紀

、
文

宗
下

旧
唐

書
、

列
伝

、
第

一
四

十
九

上
、

東
夷

、
新

羅
国

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
唐

会
要

、
巻

九
五

、
新

羅
16

金
景

徽
新

羅
開

府
儀

同
三

司
従

一
品

、
文

散
官

持
節

冊
命

在
蕃

太
和

五
年

　
　

（31
唐

会
要

で
は

、
太

和
四

年
、

（30
年

旧
唐

書
、

巻
十

七
、

本
紀

、
文

宗
下

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

上
、

列
伝

、
第

一
四

九
上

、
東

夷
、

新
羅

国
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

唐
会

要
、

巻
九

十
五

、
新

羅
三

国
史

記
、

巻
十

、
新

羅
本

紀
十
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三
二

16
金

景
徽

新
羅

雞
林

州
諸

軍
事

使持
節

冊
命

在
蕃

太
和

五
年

（31
旧

唐
書

、
巻

十
七

、
本

紀
、

文
宗

下
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
上

、
列

伝
、

第
一

四
九

上
、

東
夷

、
新

羅
国

冊
府

元
亀

、
外

臣
部

、
封

冊
三

唐
会

要
、

巻
九

五
、

新
羅

三
国

史
記

、
巻

十
、

新
羅

本
紀

十
16

金
景

徽
新

羅
持

節
寧

海
軍

使
兼持

節
冊

命
在

蕃
太

和
五

年
（31

使
職

の
た

め
官

品
不

明
旧

唐
書

、
巻

十
七

、
本

紀
、

文
宗

下
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
上

、
列

伝
、

第
一

四
九

上
、

東
夷

、
新

羅
国

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
唐

会
要

、
巻

九
五

、
新

羅
三

国
史

記
、

巻
十

、
新

羅
本

紀
十

16
金

景
徽

新
羅

使
持

節
持

節
冊

命
在

蕃
太

和
五

年
（31

旧
唐

書
、

巻
十

七
、

本
紀

、
文

宗
下

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

上
、

列
伝

、
第

一
四

九
上

、
東

夷
、

新
羅

国
唐

会
要

、
巻

九
五

、
新

羅
17

金
慶

膺
新

羅
新

羅
王

正
一

品
、

爵
持

節
冊

命
在

蕃
会

昌
元

年
（（1

三
国

史
記

、
巻

十
一

、
新

羅
本

紀
十

一
17

金
慶

膺
新

羅
検

校
太

尉
正

一
品

、
文

職
事

官
持

節
冊

命
在

蕃
会

昌
元

年
（（1

三
国

史
記

、
巻

十
一

、
新

羅
本

紀
十

一
17

金
慶

膺
新

羅
開

府
儀

同
三

司
従

一
品

、
文

散
官

持
節

冊
命

在
蕃

会
昌

元
年

（（1
三

国
史

記
、

巻
十

一
、

新
羅

本
紀

十
一

17
金

慶
膺

新
羅

上
柱

国
正

二
品

、
勲

官
持

節
冊

命
在

蕃
会

昌
元

年
（（1

三
国

史
記

、
巻

十
一

、
新

羅
本

紀
十

一
17

金
慶

膺
新

羅
使

持
節

大
都

督
従

二
品

、
文

職
事

官
、

地
方

官
持

節
冊

命
在

蕃
会

昌
元

年
（（1

三
国

史
記

、
巻

十
一

、
新

羅
本

紀
十

一

17
金

慶
膺

新
羅

雞
林

州
諸

軍
事

持
節

冊
命

在
蕃

会
昌

元
年

（（1
三

国
史

記
、

巻
十

一
、

新
羅

本
紀

十
一

17
金

慶
膺

新
羅

持
節

充
寧

海
軍

使
持

節
冊

命
在

蕃
会

昌
元

年
（（1

三
国

史
記

、
巻

十
一

、
新

羅
本

紀
十

一

1（
没

斯
回

紇
帰

義
軍

使
来

降
入

朝
後

、
一

族
と

と
も

に
入

朝
会

昌
二

年
（（2

使
職

の
た

め
官

品
な

し
賜

李
氏

、
名

沒
斯

曰
思

忠
旧

唐
書

、
巻

十
八

上
、

本
紀

、
武

宗
、

（（1
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

唐
大

詔
令

集
、

巻
一

二
八

、
没

斯
帰

義
軍

使
制

1（
没

斯
回

紇
懷

化
郡

王
従

一
品

、
爵

来
降

爵
入

朝
後

、
一

族
と

と
も

に
入

朝
会

昌
二

年
（（2

唐
会

要
で

は
、

会
昌

三
年

、
（（3

年賜
李

氏
、

名
沒

斯
曰

思
忠

旧
唐

書
、

巻
十

八
上

、
本

紀
、

武
宗

新
唐

書
、

巻
二

一
七

下
、�回

鶻
下

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
唐

会
要

、
巻

九
十

八
、

回
紇

唐
大

詔
令

集
、

巻
一

二
八

、
没

斯
懷

化
郡

王
制

1（
没

斯
回

紇
右

金
吾

衛
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

来
降

詔
拜

、
為

入
朝

後
、

一
族

と
と

も
に

入
朝

会
昌

二
年

（（2
賜

李
氏

、
名

沒
斯

曰
思

忠
新

唐
書

、
巻

二
一

七
下

、�回
鶻

下

1（
没

斯
回

紇
検

校
工

部
尚

書
正

三
品

、
文

職
事

官
来

降
制

入
朝

後
、

一
族

と
と

も
に

入
朝

会
昌

二
年

（（2
検

校
官

賜
李

氏
、

名
沒

斯
曰

思
忠

旧
唐

書
、

巻
十

八
上

、
本

紀
、

武
宗

新
唐

書
、

巻
二

一
七

下
、�回

鶻
下

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
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三
三

1（
愛

邪
勿

回
紇

右
領

軍
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

為
没

斯
と

共
に

行
動

か
会

昌
二

年
（（2

賜
李

氏
、

名
愛

邪
勿

曰
弘

順
新

唐
書

、
巻

二
一

七
下

、�回
鶻

下

1（
愛

邪
勿

回
紇

寧
塞

郡
公

従
一

品
、

爵
拜

没
斯

と
共

に
行

動
か

会
昌

二
年

（（2
賜

李
氏

、
名

愛
邪

勿
曰

弘
順

新
唐

書
、

巻
二

一
七

下
、�回

鶻
下

1（
愛

耶
勿

回
紇

検
校

右
散

騎
常

侍
正

三
品

、
文

職
事

官
為

没
斯

と
共

に
行

動
か

会
昌

二
年

（（2
検

校
官

賜
李

氏
、

名
愛

邪
勿

曰
弘

順
旧

唐
書

、
巻

十
八

上
、

本
紀

、
武

宗

1（
愛

耶
勿

回
紇

帰
義

副
軍

使
没

斯
と

共
に

行
動

か
会

昌
二

年
（（2

使
職

の
た

め
官

品
な

し
旧

唐
書

、
本

紀
で

は
人

名
が

受
耶

勿
と

な
っ

て
い

る
。

賜
李

氏
、

名
愛

邪
勿

曰
弘

順

旧
唐

書
、

巻
十

八
上

、
本

紀
、

武
宗

20
大

虔
晃

渤
海

渤
海

国
王

正
一

品
、

爵
在

蕃
大

中
十

二
年

（（（
旧

唐
書

、
巻

十
八

下
、

本
紀

、
宣

宗
20

大
虔

晃
渤

海
検

校
祕

書
監

従
三

品
、

文
職

事
官

在
蕃

大
中

十
二

年
（（（

旧
唐

書
、

巻
十

八
下

、
本

紀
、

宣
宗

20
大

虔
晃

渤
海

忽
汗

州
都

督
在

蕃
大

中
十

二
年

（（（
羈

縻
州

旧
唐

書
、

巻
十

八
下

、
本

紀
、

宣
宗

20
大

虔
晃

渤
海

銀
青

光
祿

大
夫

従
三

品
、

文
散

官
在

蕃
大

中
十

二
年

（（（
旧

唐
書

、
巻

十
八

下
、

本
紀

、
宣

宗

21
金

膺
廉

新
羅

新
羅

王
正

一
品

、
爵

持
節

冊
命

在
蕃

咸
通

六
年

（6（
三

国
史

記
、

巻
十

一
、

新
羅

本
紀

十
一

21
金

膺
廉

新
羅

検
校

太
尉

正
一

品
、

文
職

事
官

持
節

冊
命

在
蕃

咸
通

六
年

（6（
三

国
史

記
、

巻
十

一
、

新
羅

本
紀

十
一

21
金

膺
廉

新
羅

開
府

儀
同

三
司

従
一

品
、

文
散

官
持

節
冊

命
在

蕃
咸

通
六

年
（6（

三
国

史
記

、
巻

十
一

、
新

羅
本

紀
十

一

21
金

膺
廉

新
羅

上
柱

国
正

二
品

、
勲

官
持

節
冊

命
在

蕃
咸

通
六

年
（6（

三
国

史
記

、
巻

十
一

、
新

羅
本

紀
十

一
21

金
膺

廉
新

羅
使

持
節

大
都

督
従

二
品

、
文

職
事

官
、

地
方

官
持

節
冊

命
在

蕃
咸

通
六

年
（6（

三
国

史
記

、
巻

十
一

、
新

羅
本

紀
十

一

21
金

膺
廉

新
羅

雞
林

州
諸

軍
事

持
節

冊
命

在
蕃

咸
通

六
年

（6（
三

国
史

記
、

巻
十

一
、

新
羅

本
紀

十
一

22
金

新
羅

新
羅

王
正

一
品

、
爵

持
節

冊
命

在
蕃

乾
符

五
年

（7（
三

国
史

記
、

巻
十

一
、

新
羅

本
紀

十
一

22
金

新
羅

検
校

太
尉

正
一

品
、

文
職

事
官

持
節

冊
命

在
蕃

乾
符

五
年

（7（
三

国
史

記
、

巻
十

一
、

新
羅

本
紀

十
一

22
金

新
羅

開
府

儀
同

三
司

従
一

品
、

文
散

官
持

節
冊

命
在

蕃
乾

符
五

年
（7（

三
国

史
記

、
巻

十
一

、
新

羅
本

紀
十

一

22
金

新
羅

雞
林

州
諸

軍
事

持
節

冊
命

在
蕃

乾
符

五
年

（7（
三

国
史

記
、

巻
十

一
、

新
羅

本
紀

十
一

22
金

新
羅

使
持

節
大

都
督

持
節

冊
命

在
蕃

乾
符

五
年

（7（
三

国
史

記
、

巻
十

一
、

新
羅

本
紀

十
一



唐
代
の
異
民
族
授
官
に
お
け
る
非
実
職
官
の
授
与
に
つ
い
て
（
河
野
）�

三
四

別
表

2
整

理
番

号
人

名
出

身
国

授
与

さ
れ

た
官

爵
授

与
官

爵
の

詳
細

官
爵

授
与

の
経

緯
官

爵
授

与
後

の
経

緯
元

号
年

代
備

考
出

典

1
婆

彌
文

單
国

試
殿

中
監

従
三

品
、

分
職

事
官

為
不

明
大

暦
六

年
771

文
單

国
王

冊
府

元
亀

で
は

、
文

單
副

王
と

な
っ

て
い

る
来

朝

旧
唐

書
、

巻
十

一
、

本
紀

、
代

宗
李

豫
、

大
暦

六
年

新
唐

書
、

巻
二

二
二

下
、

南
蠻

下
、

真
臘

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三

1
婆

彌
文

單
国

開
府

儀
同

三
司

従
一

品
、

文
散

官
可

不
明

大
暦

六
年

771
文

單
国

王
冊

府
元

亀
で

は
、

文
單

副
王

と
な

っ
て

い
る

来
朝

旧
唐

書
、

巻
十

一
、

本
紀

、
代

宗
李

豫
、

大
曆

六
年

新
唐

書
、

巻
二

二
二

下
、

南
蠻

下
、

真
臘

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三

2
湯

厥
東

女
国

銀
青

光
祿

大
夫

従
三

品
、

文
散

官
�

不
明

貞
元

九
年

7（3
旧

唐
書

、
列

伝
、

巻
一

九
七

、
南

蛮
、

西
南

蠻
、

東
女

国唐
会

要
、

巻
九

九
、

東
女

国
2

湯
厥

東
女

国
試

太
府

少
卿

従
三

品
、

文
職

事
官

試
不

明
貞

元
九

年
7（3

試
太

府
卿

旧
唐

書
、

列
伝

、
巻

一
九

七
、

南
蛮

、
西

南
蠻

、
東

女
国唐

会
要

、
巻

九
九

、
東

女
国

3
湯

佛
庭

東
女

国
銀

青
光

祿
大

夫
従

三
品

、
文

散
官

授
不

明
貞

元
九

年
7（3

旧
唐

書
、

列
伝

、
巻

一
九

七
、

南
蛮

、
西

南
蠻

、
東

女
国唐

会
要

、
巻

九
九

、
東

女
国

3
湯

佛
庭

東
女

国
試

太
僕

卿
従

三
品

、
文

職
事

官
試

不
明

貞
元

九
年

7（3
試

太
僕

卿
旧

唐
書

、
列

伝
、

巻
一

九
七

、
南

蛮
、

西
南

蠻
、

東
女

国唐
会

要
、

巻
九

九
、

東
女

国
（

美
玉

鉢
東

女
国

銀
青

光
祿

大
夫

従
三

品
、

文
散

官
授

不
明

貞
元

九
年

7（3
旧

唐
書

、
列

伝
、

巻
一

九
七

、
南

蛮
、

西
南

蠻
、

東
女

国唐
会

要
、

巻
九

九
、

東
女

国
（

美
玉

鉢
東

女
国

試
太

僕
卿

従
三

品
、

文
職

事
官

試
不

明
貞

元
九

年
7（3

試
太

僕
卿

旧
唐

書
、

列
伝

、
巻

一
九

七
、

南
蛮

、
西

南
蠻

、
東

女
国唐

会
要

、
巻

九
九

、
東

女
国

（
南

郎
唐

東
女

国
銀

青
光

祿
大

夫
従

三
品

、
文

散
官

授
不

明
貞

元
九

年
7（3

旧
唐

書
、

列
伝

、
巻

一
九

七
、

南
蛮

、
西

南
蠻

、
東

女
国唐

会
要

、
巻

九
九

、
東

女
国

（
南

郎
唐

東
女

国
試

太
僕

卿
従

三
品

、
文

職
事

官
試

不
明

貞
元

九
年

7（3
試

太
僕

卿
旧

唐
書

、
列

伝
、

巻
一

九
七

、
南

蛮
、

西
南

蠻
、

東
女

国唐
会

要
、

巻
九

九
、

東
女

国
6

鄧
吉

知
逋

租
国

試
太

府
少

卿
従

四
品

上
、

文
職

事
官

試
不

明
貞

元
九

年
7（3

逋
租

国
王

弟
試

太
府

少
卿

旧
唐

書
、

列
伝

、
巻

一
九

七
、

南
蛮

、
西

南
蠻

、
東

女
国唐

会
要

、
巻

九
九

、
東

女
国

6
鄧

吉
知

逋
租

国
丹

州
長

史
兼

不
明

貞
元

九
年

7（3
逋

租
国

王
弟

来
朝

内
地

羈
縻

州

旧
唐

書
、

列
伝

、
巻

一
九

七
、

南
蛮

、
西

南
蠻

、
東

女
国唐

会
要

、
巻

九
九

、
東

女
国
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三
五

7
薛

尚
悉

曩
南

水
国

試
少

府
少

監
従

四
品

下
、

文
職

事
官

試
不

明
貞

元
九

年
7（3

試
少

府
少

監
来

朝
南

水
国

王
姪

旧
唐

書
、

列
伝

、
巻

一
九

七
、

南
蛮

、
西

南
蠻

、
東

女
国唐

会
要

、
巻

九
九

、
東

女
国

7
薛

尚
悉

曩
南

水
国

霸
州

長
史

兼
不

明
貞

元
九

年
7（3

内
地

羈
縻

州
来

朝
南

水
国

王
姪

旧
唐

書
、

列
伝

、
巻

一
九

七
、

南
蛮

、
西

南
蠻

、
東

女
国唐

会
要

、
巻

九
九

、
東

女
国

（
薛

莫
庭

南
水

国
試

太
僕

卿
従

三
品

、
文

職
事

官
試

不
明

貞
元

九
年

7（3
試

太
僕

卿
旧

唐
書

、
列

伝
、

巻
一

九
七

、
南

蛮
、

西
南

蠻
、

東
女

国唐
会

要
、

巻
九

九
、

東
女

国
（

薛
莫

庭
南

水
国

銀
青

光
祿

大
夫

従
三

品
、

文
散

官
授

不
明

貞
元

九
年

7（3
旧

唐
書

、
列

伝
、

巻
一

九
七

、
南

蛮
、

西
南

蠻
、

東
女

国唐
会

要
、

巻
九

九
、

東
女

国
（

蘇
歴

顚
清

遠
国

銀
青

光
祿

大
夫

従
三

品
、

文
散

官
授

不
明

貞
元

九
年

7（3
旧

唐
書

、
列

伝
、

巻
一

九
七

、
南

蛮
、

西
南

蠻
、

東
女

国唐
会

要
、

巻
九

九
、

東
女

国
（

蘇
歴

顚
清

遠
国

試
衛

尉
卿

従
三

品
、

文
職

事
官

試
不

明
貞

元
九

年
7（3

試
衛

尉
卿

旧
唐

書
、

列
伝

、
巻

一
九

七
、

南
蛮

、
西

南
蠻

、
東

女
国唐

会
要

、
巻

九
九

、
東

女
国

10
湯

息
贊

悉
薫

国
銀

青
光

祿
大

夫
従

三
品

、
文

散
官

授
不

明
貞

元
九

年
7（3

唐
会

要
で

は
湯

悉
贊

旧
唐

書
、

列
伝

、
巻

一
九

七
、

南
蛮

、
西

南
蠻

、
東

女
国唐

会
要

、
巻

九
九

、
東

女
国

10
湯

息
贊

悉
薫

国
試

太
僕

卿
従

三
品

、
文

職
事

官
試

不
明

貞
元

九
年

7（3
試

太
僕

卿
唐

会
要

で
は

湯
悉

贊
旧

唐
書

、
列

伝
、

巻
一

九
七

、
南

蛮
、

西
南

蠻
、

東
女

国唐
会

要
、

巻
九

九
、

東
女

国
11

薫
藐

蓬
咄

霸
国

銀
青

光
祿

大
夫

従
三

品
、

文
散

官
授

不
明

貞
元

九
年

7（3
旧

唐
書

、
列

伝
、

巻
一

九
七

、
南

蛮
、

西
南

蠻
、

東
女

国唐
会

要
、

巻
九

九
、

東
女

国
11

薫
藐

蓬
咄

霸
国

試
太

僕
卿

従
三

品
、

文
職

事
官

試
不

明
貞

元
九

年
7（3

試
太

僕
卿

旧
唐

書
、

列
伝

、
巻

一
九

七
、

南
蛮

、
西

南
蠻

、
東

女
国唐

会
要

、
巻

九
九

、
東

女
国

12
段

南
羅

雲
南

試
太

子
詹

事
正

三
品

、
文

職
事

官
試

在
蕃

貞
元

十
年

7（（
雲

南
来

朝
使

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

三

12
段

南
羅

雲
南

兼
御

史
中

丞
正

五
品

上
、

文
職

事
官

兼
在

蕃
貞

元
十

年
7（（

雲
南

来
朝

使
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
五

、
外

臣
部

、
褒

異
三

13
悉

利
移

驃
国

試
太

僕
卿

従
三

品
、

文
職

事
官

試
不

明
貞

元
十

八
年

（02
驃

国
王

子
旧

唐
書

、
列

伝
、

巻
一

九
七

、
南

蠻
�西

南
蠻

、
驃

国
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
六

、
外

臣
部

、
褒

異
三

1（
楊

龍
武

南
詔

試
太

僕
少

卿
従

四
品

上
、

文
職

事
官

試
不

明
貞

元
十

九
年

（03
南

詔
朝

賀
使

使
者

に
対

す
る

授
官

唐
会

要
で

は
、

貞
元

1（
年

冊
府

元
亀

で
は

、
楊

龍

唐
会

要
、

巻
九

九
、

南
詔

蠻
旧

唐
書

、
巻

一
九

七
、

南
蠻

�西
南

蠻
、

南
詔

蠻
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
六

、
外

臣
部

、
褒

異
三
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三
六

1（
金

献
忠

新
羅

試
秘

書
監

従
二

品
、

文
職

事
官

試
在

唐
元

和
元

年
（06

宿
衛

新
羅

王
子

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

六
、

外
臣

部
、

褒
異

三
三

国
史

記
、

巻
十

、
新

羅
本

紀
十

16
金
沔

新
羅

試
光

禄
少

卿
正

四
品

上
階

、
文

職
事

官
為

、
試

在
唐

元
和

七
年

（12
前

職
は

、
試

衛
尉

少
卿

新
羅

質
子

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

六
、

外
臣

部
、

褒
異

三

17
金

允
夫

新
羅

試
光

祿
卿

正
四

品
上

階
、

文
職

事
官

為
、

試
在

唐
年

代
不

明
年

代
不

明
新

羅
質

子
開

成
元

年
に

在
職

冊
府

元
亀

、
巻

九
九

九
、

外
臣

部
、

請
求

で
、

宝
歴

元
年

に
入

宿
衛

の
請

願

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

四
、

外
臣

部
、

褒
異

三

1（
尹

輔
酋

南
詔

検
校

太
子

詹
事

正
三

品
、

文
職

事
官

為
在

蕃
貞

元
十

一
年

7（（
使

者
に

対
す

る
授

与
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
六

、
外

臣
部

、
褒

異
三

1（
尹

輔
酋

南
詔

兼
中

丞
在

蕃
貞

元
十

一
年

7（（
兼

御
史

中
丞

か
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
六

、
外

臣
部

、
褒

異
三

別
表

3
整

理
番

号
人

名
出

身
国

授
与

さ
れ

た
官

爵
授

与
官

爵
の

詳
細

官
爵

授
与

の
経

緯
官

爵
授

与
後

の
経

緯
元

号
年

代
備

考
出

典

1
扶

餘
隆

百
済

司
稼

卿
従

三
品

、
文

職
事

官
授

在
唐

令
帰

本
蕃

と
あ

る
の

で
、

後
に

在
蕃

顯
慶

五
年

660
降

伏
後

の
授

与
新

唐
書

、
巻

二
二

十
、

東
夷

、
百

済
三

国
史

記
、

巻
二

八
、

百
済

本
紀

、
六

唐
代

墓
誌

彙
編

、
永

淳
02（�

1
扶

餘
隆

百
済

太
常

員
外

卿
正

三
品

、
文

職
事

官
尋

帰
京

師
、

拝
在

蕃
令

帰
本

蕃
と

あ
る

の
で

、
後

に
在

蕃

龍
朔

二
年

662
員

外
官

降
伏

後
の

授
与

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

上
、

列
伝

、
東

夷
、

百
済

国
唐

代
墓

誌
彙

編
、

永
淳

02（�

1
扶

餘
隆

百
済

帯
方

郡
王

従
一

品
、

爵
尋

帰
京

師
、

拝
在

蕃
令

帰
本

蕃
と

あ
る

の
で

、
後

に
在

蕃

儀
鳳

二
年

677
降

伏
後

の
授

与
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
上

、
列

伝
、

東
夷

、
百

済
国

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

六
、

外
臣

部
、

継
襲

三
国

史
記

、
巻

二
八

、
百

済
本

紀
、

六
唐

代
墓

誌
彙

編
、

永
淳

02（�
1

扶
餘

隆
百

済
熊

津
都

督
尋

帰
京

師
、

拝
在

蕃
令

帰
本

蕃
と

あ
る

の
で

、
後

に
在

蕃

儀
鳳

二
年

677
降

伏
後

の
授

与
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
上

、
列

伝
、

東
夷

、
百

済
国

三
国

史
記

、
巻

二
八

、
百

済
本

紀
、

六
唐

代
墓

誌
彙

編
、

永
淳

02（�

1
扶

餘
隆

百
済

光
祿

大
夫

従
二

品
、

文
散

官
尋

帰
京

師
、

拝
在

蕃
令

帰
本

蕃
と

あ
る

の
で

、
後

に
在

蕃

儀
鳳

二
年

677
降

伏
後

の
授

与
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
上

、
列

伝
、

東
夷

、
百

済
国

唐
代

墓
誌

彙
編

、
永

淳
02（�

1
扶

餘
隆

百
済

輔
国

大
将

軍
正

二
品

、
武

散
官

贈
死

後
の

贈
官

永
淳

元
年

6（2
死

後
の

贈
官

芒
洛

冢
墓

遺
文

四
編

、
唐

、
扶

餘
隆

墓
誌

唐
代

墓
誌

彙
編

、
永

淳
02（�

2
金

仁
問

新
羅

左
領

軍
衛

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

特
、

授
在

唐
永

徽
二

年
6（1

宿
衛

三
国

史
記

、
巻

四
四

、
列

伝
四

、
金

仁
問
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三
七

2
金

仁
問

新
羅

右
驍

衛
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

加
授

在
唐

乾
封

元
年

666
高

宗
の

封
禅

に
伴

う
授

与
三

国
史

記
、

巻
四

四
、

列
伝

四
、

金
仁

問

2
金

仁
問

新
羅

右
驍

衛
員

外
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

後
に

一
時

帰
国

も
在

唐
咸

亨
五

年
、

以
前

咸
亨

五
年

、
以

前

新
羅

王
授

与
以

前
三

国
史

記
、

列
伝

で
は

67（
年

新
唐

書
、

巻
二

二
〇

、
列

伝
、

東
夷

、
新

羅
国

三
国

史
記

、
巻

六
、

新
羅

本
紀

六
三

国
史

記
、

巻
四

四
、

列
伝

四
、

金
仁

問
2

金
仁

問
新

羅
新

羅
王

正
一

品
、

爵
後

に
一

時
帰

国
も

在
唐

咸
亨

五
年

、
上

貞
元

年
67（

法
敏

に
対

す
る

制
裁

と
し

て
、

仁
問

に
新

羅
王

が
与

え
ら

れ
て

い
る

新
唐

書
、

巻
二

二
〇

、
列

伝
、

東
夷

、
新

羅
国

冊
府

元
亀

、
巻

九
八

六
、

外
臣

部
、

征
討

五
唐

会
要

、
巻

九
十

五
、

新
羅

三
国

史
記

、
巻

六
、

新
羅

本
紀

六
2

金
仁

問
新

羅
臨

海
郡

公
従

一
品

、
爵

後
に

一
時

帰
国

も
在

唐
咸

亨
五

年
、

上
貞

元
年

67（
外

交
官

と
し

て
、

幾
度

も
唐

と
新

羅
を

往
復

三
国

史
記

で
は

、
新

羅
王

授
与

以
前

。
法

敏
の

復
爵

後
に

再
度

、
臨

海
郡

公
を

授
与

さ
れ

て
い

る

新
唐

書
、

巻
二

二
〇

、
列

伝
、

東
夷

、
新

羅
国

三
国

史
記

、
巻

七
、

新
羅

本
紀

2
金

仁
問

新
羅

右
武

威
衛

大
将

軍
正

三
品

、
武

職
事

官
在

唐
調

路
元

年
67（

三
国

史
記

、
巻

四
四

、
列

伝
四

、
金

仁
問

2
金

仁
問

新
羅

鎮
軍

大
将

軍
従

二
品

、
武

散
官

転
在

唐
調

路
元

年
67（

三
国

史
記

、
巻

四
四

、
列

伝
四

、
金

仁
問

2
金

仁
問

新
羅

左
羽

林
軍

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

在
唐

載
初

元
年

6（0
三

国
史

記
、

巻
四

四
、

列
伝

四
、

金
仁

問

2
金

仁
問

新
羅

臨
海

郡
開

国
公

正
二

品
、

爵
在

唐
載

初
元

年
6（0

三
国

史
記

、
巻

四
四

、
列

伝
四

、
金

仁
問

2
金

仁
問

新
羅

輔
国

大
将

軍
正

二
品

、
武

散
官

在
唐

載
初

元
年

6（0
三

国
史

記
、

巻
四

四
、

列
伝

四
、

金
仁

問

2
金

仁
問

新
羅

上
柱

国
正

二
品

、
勲

官
在

唐
載

初
元

年
6（0

三
国

史
記

、
巻

四
四

、
列

伝
四

、
金

仁
問

3
阿

史
那

元
慶

突
厥

左
豹

韜
翊

府
中

郎
将

正
四

品
下

、
武

職
事

官
擢

授
垂

拱
初

以
前

垂
拱

初
以

前
彌

射
の

子
旧

唐
書

、
列

伝
、

巻
九

四
下

、
突

厥
下

、
阿

史
那

彌
射

3
阿

史
那

元
慶

突
厥

左
玉

鈐
衛

将
軍

従
三

品
、

武
職

事
官

遂
擢

、
為

垂
拱

初
6（（

彌
射

の
子

旧
唐

書
、

巻
一

九
四

下
、

突
厥

伝
、

阿
史

那
彌

射
�

新
唐

書
、

巻
二

一
五

下
、

突
厥

伝
、

阿
史

那
彌

射
3

阿
史

那
元

慶
突

厥
崑

陵
都

護
為

垂
拱

初
6（（

彌
射

の
子

旧
唐

書
、

巻
一

九
四

下
、

突
厥

伝
、

阿
史

那
彌

射

3
阿

史
那

元
慶

突
厥

鎮
国

大
将

軍
正

二
品

、
武

散
官

累
拜

垂
拱

初
6（（

阿
史

那
彌

射
の

跡
を

継
ぐ

に
あ

た
っ

て
の

加
授

新
唐

書
、

巻
二

一
五

下
、

突
厥

伝
、

阿
史

那
彌

射

3
阿

史
那

元
慶

突
厥

興
昔

亡
可

汗
襲

垂
拱

初
6（（

彌
射

の
子

可
汗

号
旧

唐
書

、
巻

一
九

四
下

、
突

厥
伝

、
阿

史
那

彌
射

3
阿

史
那

元
慶

突
厥

左
衛

員
外

大
将

軍
正

三
品

、
武

職
事

官
尋

進
授

垂
拱

初
6（（

阿
史

那
彌

射
の

跡
を

継
ぐ

に
あ

た
っ

て
の

加
授

新
唐

書
で

は
左

威
衛

大
将

軍
長

壽
二

年
三

月
己

卯
の

死
去

時
ま

で
在

職
新

唐
書

、
巻

四
、

則
天

順
聖

武
皇

后
紀

で
は

員
外

旧
唐

書
、

巻
一

九
四

下
、

突
厥

伝
、

阿
史

那
彌

射
新

唐
書

、
巻

四
、

則
天

順
聖

武
皇

后
紀

新
唐

書
、

巻
七

六
、

高
宗

則
天

順
聖

皇
后

伝
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三
八

（
斂

臂
東

女
左

玉
鈐

衛
員

外
将

軍
従

三
品

、
武

職
事

官
使

大
臣

来
請

官
號

在
蕃

垂
拱

二
年

6（6
員

外
官

遣
大

臣
、

來
請

官
號

新
唐

書
で

は
、

顯
慶

初

旧
唐

書
、

巻
一

九
七

、
列

伝
、

南
蛮

、
東

女
国

新
唐

書
、

巻
二

二
一

上
、

列
伝

、
西

域
上

、
東

女
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

唐
会

要
、

巻
九

十
九

、
東

女
国

（
慕

容
宣

趙
吐

谷
渾

左
豹

韜
員

外
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

在
唐

聖
暦

三
年

700
員

外
官

新
唐

書
、

冊
府

元
亀

で
は

宣
超

襲
父

、
烏

地
也

援
勒

豆
可

汗
と

あ
る

旧
唐

書
、

巻
一

九
八

、
列

伝
、

西
戎

、
吐

谷
渾

新
唐

書
、

巻
二

二
一

上
、

列
伝

、
西

戎
、

吐
谷

渾
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

6
阿

史
那

默
啜

突
厥

帰
国

公
従

一
品

、
爵

俄
遣

使
来

朝
入

朝
後

に
遣

使
と

あ
る

の
で

、
在

蕃
と

考
え

ら
れ

る

長
壽

二
年

6（3
旧

唐
書

、
巻

一
九

十
四

上
�突

厥
上

、
默

啜
新

唐
書

、
巻

二
一

五
上

、
突

厥
上

、
默

啜

6
阿

史
那

默
啜

突
厥

左
衛

大
将

軍
正

三
品

、
武

職
事

官
俄

遣
使

来
朝

入
朝

後
に

遣
使

と
あ

る
の

で
、

在
蕃

と
考

え
ら

れ
る

長
壽

二
年

6（3
冊

府
元

亀
で

は
、

6（6
年

旧
唐

書
、

巻
一

九
十

四
上

�突
厥

上
、

默
啜

新
唐

書
、

巻
二

一
五

上
、

突
厥

上
、

默
啜

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

十
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

6
阿

史
那

默
啜

突
厥

驃
騎

大
将

軍
従

一
品

、
武

散
官

授
萬

歳
通

天
元

年
6（6

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

十
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

6
阿

史
那

默
啜

突
厥

特
進

正
二

品
、

文
散

官
詔

知
微

持
節

冊
入

朝
後

に
遣

使
と

あ
る

の
で

、
在

蕃
と

考
え

ら
れ

る

萬
歳

通
天

元
年

6（6
旧

唐
書

、
巻

一
九

十
四

上
�突

厥
上

、
默

啜
新

唐
書

、
巻

二
一

五
上

、
突

厥
上

、
默

啜

6
阿

史
那

默
啜

突
厥

遷
善

可
汗

萬
歳

通
天

元
年

6（6
可

汗
号

の
授

与
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
十

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二

6
阿

史
那

默
啜

突
厥

右
驍

員
外

大
将

軍
正

三
品

、
武

職
事

官
来

朝
不

明
景

雲
二

年
711

員
外

官
楊

我
支

特
勤

を
派

遣
し

て
の

授
官

旧
唐

書
、

巻
一

九
十

四
上

�突
厥

上
、

默
啜

7
大

祚
栄

渤
海

渤
海

郡
王

従
一

品
、

爵
後

に
「

毎
年

朝
貢

」
と

あ
る

の
で

在
蕃

開
元

元
年

713
冊

府
元

亀
、

封
冊

で
は

、
71（

年
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

新
唐

書
、

巻
二

一
九

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

七
、

外
臣

部
、

継
襲

7
大

祚
栄

渤
海

左
驍

衛
員

外
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

遣
郎

将
崔

訢
往

冊
拜

後
に

「
毎

年
朝

貢
」

と
あ

る
の

で
在

蕃

開
元

元
年

713
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

新
唐

書
、

巻
二

一
九

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海

7
大

祚
栄

渤
海

忽
汗

州
都

督
加

授
後

に
「

毎
年

朝
貢

」
と

あ
る

の
で

在
蕃

開
元

元
年

713
羈

縻
州

の
た

め
官

品
な

し
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

新
唐

書
、

巻
二

一
九

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

7
大

祚
栄

靺
鞨

渤
海

特
進

正
二

品
、

文
散

官
卒

贈
在

蕃
開

元
七

年
71（

死
後

の
贈

官
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
四

、
外

臣
部

、
褒

異
一

（
李

楷
洛

契
丹

薊
國

公
封

開
元

初
舊

唐
書

、
巻

一
一

〇
、

李
光

弼
伝

新
唐

書
、

巻
一

三
六

、
李

光
弼

伝
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三
九

（
李

楷
洛

契
丹

左
羽

林
将

軍
同

正
従

三
品

、
武

職
事

官
開

元
初

舊
唐

書
、

巻
一

一
〇

、
李

光
弼

伝
新

唐
書

、
巻

一
三

六
、

李
光

弼
伝

（
李

楷
洛

契
丹

朔
方

節
度

副
使

開
元

初
舊

唐
書

、
巻

百
十

、
李

光
弼

伝

（
李

楷
洛

契
丹

郎
将

正
五

品
上

、
武

職
事

官
授

放
還

蕃
と

あ
る

の
で

、
在

蕃
開

元
十

年
722

ど
こ

の
郎

将
か

不
明

契
丹

大
首

領
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
五

、
外

臣
部

、
褒

異
二

（
李

楷
洛

契
丹

営
州

都
督

贈
年

代
不

明
年

代
不

明
死

後
の

贈
官

新
唐

書
、

巻
一

三
六

、
李

光
弼

伝

（
李

楷
洛

契
丹

左
驍

衛
将

軍
従

三
品

、
武

職
事

官
不

明
不

明
延

和
元

年
に

在
職

舊
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

奚
新

唐
書

、
巻

二
一

九
、

北
狄

、
契

丹
（

李
楷

洛
契

丹
松

漠
都

督
代

在
蕃

羈
縻

州
の

管
理

天
宝

四
年

7（（
契

丹
大

首
領

冊
府

元
亀

で
は

天
宝

五
年

新
唐

書
で

は
「

楷
落

」、
冊

府
元

亀
、

封
冊

で
は

「
楷

雒
」

新
唐

書
、

巻
二

一
九

、
北

狄
、

契
丹

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三

（
李

楷
洛

契
丹

恭
仁

王
正

一
品

、
爵

更
封

、
為

在
蕃

羈
縻

州
の

管
理

天
宝

四
年

7（（
契

丹
大

首
領

冊
府

元
亀

で
は

天
宝

五
年

新
唐

書
で

は
「

楷
落

」、
冊

府
元

亀
、

封
冊

で
は

「
楷

雒
」

新
唐

書
、

巻
二

一
九

、
北

狄
、

契
丹

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三

（
火

拔
頡

利
發

突
厥

燕
北

郡
王

従
一

品
、

爵
攜

妻
子

来
奔

拜
不

明
開

元
二

年
71（

新
唐

書
で

は
、

燕
山

郡
王

旧
唐

書
、

巻
一

九
四

上
、

突
厥

下
、

阿
史

那
步

真
新

唐
書

、
巻

二
一

五
上

、
突

厥
上

、
默

啜
（

火
拔

頡
利

發
突

厥
左

衛
員

外
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

攜
妻

子
来

奔
制

授
新

唐
書

で
は

、
拝

不
明

開
元

二
年

71（
員

外
官

旧
唐

書
、

巻
八

、
本

紀
、

玄
宗

旧
唐

書
、

巻
一

九
四

上
、

突
厥

下
、

阿
史

那
步

真
新

唐
書

、
巻

二
一

五
上

、
突

厥
上

、
默

啜

10
慕

容
道

奴
吐

谷
渾

雲
中

郡
開

国
公

従
一

品
、

爵
羈

縻
州

の
管

理
開

元
三

年
71（

新
唐

書
、

巻
二

一
五

上
�列

伝
、

突
厥

上
、

默
啜

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
四

、
外

臣
部

、
褒

異
一

10
慕

容
道

奴
吐

谷
渾

左
威

衛
大

将
軍

同
正

正
三

品
、

武
職

事
官

羈
縻

州
の

管
理

開
元

三
年

71（
員

外
官

新
唐

書
、

巻
二

一
五

上
�列

伝
、

突
厥

上
、

默
啜

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
四

、
外

臣
部

、
褒

異
一

10
慕

容
道

奴
吐

谷
渾

刺
史

羈
縻

州
の

管
理

開
元

三
年

71（
ど

こ
の

刺
史

か
不

明
羈

縻
州

と
考

え
ら

れ
る

新
唐

書
、

巻
二

一
五

上
�列

伝
、

突
厥

上
、

默
啜

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
四

、
外

臣
部

、
褒

異
一

11
支

匐
忌

突
厥

軍
衛

大
将

軍
員

外
置

正
三

品
、

武
職

事
官

在
蕃

開
元

三
年

71（
来

朝
胡

祿
屋

大
首

領
ど

こ
の

軍
衛

か
不

明
員

外
置

欲
放

還
蕃

と
あ

る

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

四
、

外
臣

部
、

褒
異

一

12
挾

跌
思

泰
突

厥
樓

煩
郡

公
従

一
品

、
爵

封
在

唐
開

元
三

年
71（

内
地

羈
縻

州
旧

唐
書

、
巻

一
九

四
上

�突
厥

上
、

默
啜

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

四
、

外
臣

部
、

褒
異

一
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四
〇

12
挾

跌
思

泰
突

厥
右

衛
員

外
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

来
降

　
為

行
在

唐
開

元
三

年
71（

員
外

官
冊

府
元

亀
、

褒
異

で
は

右
衛

大
将

軍
員

外
置

旧
唐

書
、

巻
一

九
四

上
�突

厥
上

、
默

啜
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
四

、
外

臣
部

、
褒

異
一

12
挾

跌
思

泰
突

厥
挾

跌
都

督
来

降
　

為
在

唐
開

元
三

年
71（

羈
縻

州
旧

唐
書

、
巻

一
九

四
上

�突
厥

上
、

默
啜

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

四
、

外
臣

部
、

褒
異

一
12

挾
跌

思
泰

突
厥

特
進

正
二

品
、

文
散

官
来

降
　

為
在

唐
開

元
三

年
71（

旧
唐

書
、

巻
一

九
四

上
�突

厥
上

、
默

啜
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
四

、
外

臣
部

、
褒

異
一

13
鶻

屈
頡

斤
突

厥
陰

山
郡

公
従

一
品

、
爵

封
「

賜
宅

」
と

あ
り

邸
宅

を
授

与
さ

れ
て

い
る

開
元

三
年

71（
新

唐
書

、
巻

二
一

五
上

、
突

厥
上

、
默

啜
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

13
鶻

屈
頡

斤
突

厥
左

驍
衛

大
将

軍
員

外
置

正
三

品
、

武
職

事
官

可
「

賜
宅

」
と

あ
り

邸
宅

を
授

与
さ

れ
て

い
る

開
元

三
年

71（
員

外
官

新
唐

書
、

巻
二

一
五

上
、

突
厥

上
、

默
啜

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二

13
鶻

屈
頡

斤
突

厥
刺

史
「

賜
宅

」
と

あ
り

邸
宅

を
授

与
さ

れ
て

い
る

開
元

三
年

71（
ど

こ
の

刺
史

か
不

明
新

唐
書

、
巻

二
一

五
上

、
突

厥
上

、
默

啜
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

1（
伏

帝
匐

回
紇

瀚
海

都
督

開
元

三
年

71（
默

啜
討

伐
の

翌
年

の
授

与
新

唐
書

、
巻

二
一

七
上

、
回

鶻
上

1（
伏

帝
匐

回
紇

特
進

正
二

品
、

文
散

官
卒

贈
不

明
開

元
七

年
71（

死
後

の
贈

官
既

職
に

、
河

西
経

略
副

使
・

赤
水

軍
使

・
左

金
吾

衛
大

将
軍

員
外

置
同

正
員

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

四
、

外
臣

部
、

褒
異

一
唐

会
要

、
巻

九
八

、
回

紇

1（
伏

帝
匐

回
紇

左
金

吾
衛

大
将

軍
員

外
置

同
正

員

正
三

品
、

武
職

事
官

年
代

不
明

年
代

不
明

既
職

、
開

元
七

年
以

前
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
四

、
外

臣
部

、
褒

異
一

1（
伏

帝
匐

回
紇

河
西

経
略

副
使

為
不

明
年

代
不

明
年

代
不

明
兼使

職
の

た
め

、
官

品
な

し
唐

会
要

、
巻

九
八

、
回

紇

1（
伏

帝
匐

回
紇

赤
水

軍
使

為
不

明
年

代
不

明
年

代
不

明
使

職
の

た
め

、
官

品
な

し
唐

会
要

、
巻

九
八

、
回

紇

1（
李

大
輔

奚
国

饒
楽

州
都

督
使

、
降

在
蕃

羈
縻

州
の

管
理

開
元

三
年

71（
羈

縻
州

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

北
狄

、
契

丹
新

唐
書

、
巻

二
一

九
、

北
狄

、
奚

国
1（

李
大

輔
奚

国
饒

楽
郡

王
従

一
品

、
爵

使
、

降
在

蕃
羈

縻
州

の
管

理
開

元
三

年
71（

唐
会

要
で

は
、

開
元

五
年

、
717

年新
唐

書
、

冊
府

元
亀

、
外

臣
部

、
封

冊
で

は
開

元
四

年

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

北
狄

、
奚

国
新

唐
書

、
巻

二
一

九
、

北
狄

、
奚

国
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

七
、

外
臣

部
、

継
襲

唐
会

要
、

巻
九

十
六

、
奚

1（
李

大
輔

奚
国

左
金

吾
員

外
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

使
、

降
在

蕃
羈

縻
州

の
管

理
開

元
三

年
71（

唐
会

要
で

は
、

開
元

五
年

、
717

年員
外

官

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

北
狄

、
契

丹
新

唐
書

、
巻

二
一

九
、

北
狄

、
奚

国
唐

会
要

、
巻

九
十

六
、

奚
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四
一

1（
李

大
輔

奚
国

右
金

吾
衛

大
将

軍
正

三
品

、
武

職
事

官
行

開
元

四
年

716
開

元
六

年
時

に
在

職
冊

府
元

亀
は

一
貫

し
て

右
屯

衛
大

将
軍

と
な

っ
て

い
る

冊
府

元
亀

、
巻

九
八

六
、

外
臣

部
、

征
討

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二

16
高

拱
毅

高
麗

平
城

郡
開

国
公

従
一

品
、

爵
来

貢
在

蕃
開

元
三

年
71（

高
麗

大
酋

新
志

で
は

景
雲

中
新

唐
書

、
巻

二
一

五
上

�列
伝

、
突

厥
上

、
默

啜
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

四
、

外
臣

部
、

褒
異

一
16

高
拱

毅
高

麗
左

領
軍

衛
将

軍
員

外
置

正
三

品
、

武
職

事
官

可来
降

在
蕃

開
元

三
年

71（
員

外
置

冊
府

元
亀

、
褒

異
で

は
景

龍
三

年
新

志
で

は
景

雲
中

高
麗

大
酋

新
唐

書
、

巻
二

一
五

上
�列

伝
、

突
厥

上
、

默
啜

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
四

、
外

臣
部

、
褒

異
一

16
高

拱
毅

高
麗

刺
史

蕪来
降

在
蕃

開
元

三
年

71（
ど

こ
の

刺
史

か
不

明
高

麗
大

酋
新

志
で

は
景

雲
中

新
唐

書
、

巻
二

一
五

上
�列

伝
、

突
厥

上
、

默
啜

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
四

、
外

臣
部

、
褒

異
一

17
高

文
簡

高
麗

遼
西

郡
王

従
一

品
、

爵
来

降
在

蕃
開

元
三

年
71（

旧
唐

書
、

巻
一

九
四

上
�列

伝
、

突
厥

上
、

默
啜

新
唐

書
、

巻
二

一
五

上
、

突
厥

上
、

默
啜

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
四

、
外

臣
部

、
褒

異
一

17
高

文
簡

高
麗

左
衛

員
外

大
将

軍
員

外
置

同
正

員

正
三

品
、

武
職

事
官

来
降

在
蕃

開
元

三
年

71（
員

外
官

冊
府

元
亀

、
褒

異
で

は
員

外
で

は
な

い
が

封
冊

で
は

員
外

と
な

っ
て

い
る

。

旧
唐

書
、

巻
一

九
四

上
�列

伝
、

突
厥

上
、

默
啜

新
唐

書
、

巻
二

一
五

上
�列

伝
、

突
厥

上
、

默
啜

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
四

、
外

臣
部

、
褒

異
一

1（
阿

史
那

忠
孝

突
厥

左
領

軍
衛

員
外

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

授
在

唐
開

元
六

年
71（

昕
子

員
外

官
亡

帰

新
唐

書
、

巻
二

一
五

下
、�突

厥
下

、
西

突
厥

、
阿

史
那

彌
射

1（
婆

固
契

丹
松

漠
郡

王
従

一
品

、
爵

襲
封

兄
を

継
い

で
い

る
の

で
、

在
蕃

か羈
縻

州
の

管
理

開
元

六
年

71（
李

失
活

弟
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
北

狄
、

契
丹

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
七

、
外

臣
部

、
継

襲
唐

会
要

、
巻

九
六

、
契

丹
1（

婆
固

契
丹

左
金

吾
衛

大
将

軍
員

外
置

同
正

員

正
三

品
、

武
職

事
官

兄
を

継
い

で
い

る
の

で
、

在
蕃

羈
縻

州
の

管
理

開
元

六
年

71（
李

失
活

弟
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
北

狄
、

契
丹

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

十
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

七
、

外
臣

部
、

継
襲

唐
会

要
、

巻
九

十
六

、
契

丹
1（

婆
固

契
丹

松
漠

都
督

兄
を

継
い

で
い

る
の

で
、

在
蕃

か羈
縻

州
の

管
理

開
元

六
年

71（
羈

縻
州

李
失

活
弟

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

北
狄

、
契

丹
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

七
、

外
臣

部
、

継
襲

唐
会

要
、

巻
九

十
、

契
丹

1（
婆

固
契

丹
静

析
軍

経
備

大
使

兄
を

継
い

で
い

る
の

で
、

在
蕃

か羈
縻

州
の

管
理

開
元

六
年

71（
使

職
の

た
め

官
品

な
し

李
失

活
弟

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

北
狄

、
契

丹
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

七
、

外
臣

部
、

継
襲

唐
会

要
、

巻
九

六
、

契
丹
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四
二

20
大

述
芸

靺
鞨

渤
海

懐
化

大
将

軍
正

三
品

、
武

散
官

授
留

宿
営

在
唐

開
元

六
年

71（
来

朝
留

宿
営

在
唐

大
祚

栄
男

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

四
、

外
臣

部
、

褒
異

20
大

述
芸

靺
鞨

渤
海

左
衛

大
将

軍
員

外
置

正
三

品
、

武
職

事
官

行
留

宿
営

在
唐

開
元

六
年

71（
来

朝
留

宿
営

在
唐

員
外

置
大

祚
栄

男

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

四
、

外
臣

部
、

褒
異

一

21
大

武
芸

渤
海

左
驍

衛
員

外
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

乃
冊

立
其

嫡
子

、
為

在
蕃

開
元

七
年

71（
冊

府
元

亀
に

、
遣

子
撫

立
其

嫡
子

と
あ

る
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
七

、
外

臣
部

、
継

襲
21

大
武

芸
渤

海
忽

汗
州

都
督

乃
冊

立
其

嫡
子

、
為

在
蕃

開
元

七
年

71（
冊

府
元

亀
、

継
襲

に
は

九
姓

燕
然

都
督

も
あ

る
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
七

、
外

臣
部

、
継

襲
21

大
武

芸
渤

海
渤

海
郡

王
従

一
品

、
爵

乃
冊

立
其

嫡
子

、
為

在
蕃

開
元

七
年

71（
冊

府
元

亀
、

継
襲

で
は

渤
海

王
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

七
、

外
臣

部
、

継
襲

21
大

武
芸

渤
海

桂
婁

郡
王

従
一

品
、

爵
在

蕃
不

明
不

明
祚

栄
を

継
い

だ
時

点
で

桂
婁

郡
王

と
あ

る
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

七
、

外
臣

部
、

継
襲

22
鬱

于
契

丹
松

漠
郡

王
従

一
品

、
爵

入
朝

請
婚

、
封

、
為

在
蕃

開
元

十
年

722
新

誌
で

は
、「

遣
使

者
謝

罪
」

入
朝

後
、

還
蕃

旧
唐

書
、

巻
八

、
本

紀
、

玄
宗

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

北
狄

、
契

丹
新

唐
書

、
巻

二
一

九
、

北
狄

、
契

丹
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
五

、
外

臣
部

、
褒

異
二

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二
唐

会
要

、
巻

九
六

、
契

丹
22

鬱
于

契
丹

靜
析

軍
経

略
大

使
入

朝
請

婚
、

授
在

蕃
開

元
十

年
722

使
職

の
た

め
官

品
な

し
入

朝
後

、
還

蕃
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
北

狄
、

契
丹

唐
会

要
、

巻
九

六
、

契
丹

22
鬱

于
契

丹
左

金
吾

衛
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

入
朝

請
婚

、
授

在
蕃

開
元

十
年

722
入

朝
後

、
還

蕃
員

外
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
北

狄
、

契
丹

唐
会

要
、

巻
九

六
、

契
丹

23
李

魯
蘇

奚
国

保
塞

軍
経

略
大

使
入

朝
、

詔
令

襲
其

兄
在

蕃
開

元
十

年
722

使
職

の
た

め
官

品
な

し
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
北

狄
、

奚
国

新
唐

書
、

巻
二

一
九

、
北

狄
、

奚
国

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

七
、

外
臣

部
、

継
襲

23
李

魯
蘇

奚
国

饒
楽

郡
王

従
一

品
、

爵
入

朝
、

詔
令

襲
其

兄
在

蕃
開

元
十

年
722

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

北
狄

、
奚

国
旧

唐
書

、
巻

八
、

本
紀

八
、

玄
宗

上
新

唐
書

、
巻

二
一

九
、

北
狄

、
奚

国
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
七

、
外

臣
部

、
継

襲
唐

会
要

、
巻

九
六

、
奚
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四
三

23
李

魯
蘇

奚
国

右
金

吾
員

外
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

入
朝

、
詔

令
襲

其
兄

在
蕃

開
元

十
年

722
唐

会
要

で
は

、
左

金
吾

員
外

大
将

軍員
外

官

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

北
狄

、
奚

国
唐

会
要

、
巻

九
十

六
、

奚
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
七

、
外

臣
部

、
継

襲
23

李
魯

蘇
奚

国
右

羽
林

軍
員

外
将

軍
従

三
品

、
武

職
事

官
改

封
、

為
授

在
蕃

開
元

十
四

年
726

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

北
狄

、
奚

国
新

唐
書

、
巻

二
一

九
、

北
狄

、
奚

国
23

李
魯

蘇
奚

国
奉

誠
王

正
一

品
、

爵
改

封
、

為
在

蕃
開

元
十

四
年

726
新

誌
で

は
奉

誠
郡

王
で

717
年

冊
府

元
亀

で
は

改
封

冊
、

前
職

は
饒

樂
郡

王
������������������������������������

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

北
狄

、
奚

国
旧

唐
書

、
巻

八
、

本
紀

八
、

玄
宗

上
新

唐
書

、
巻

二
一

九
、

北
狄

、
奚

国
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

七
、

外
臣

部
、

継
襲

唐
会

要
、

巻
九

六
、

奚
2（

吐
于

契
丹

松
漠

郡
王

従
一

品
、

爵
襲

兄
官

爵
在

蕃
開

元
十

一
年

723
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
北

狄
、

契
丹

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

七
、

外
臣

部
、

継
襲

2（
吐

于
契

丹
靜

析
軍

経
略

大
使

襲
兄

官
爵

在
蕃

開
元

十
一

年
723

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

北
狄

、
契

丹
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
七

、
外

臣
部

、
継

襲
2（

吐
于

契
丹

左
金

吾
衛

員
外

大
将

軍

正
三

品
、

武
職

事
官

襲
兄

官
爵

在
蕃

開
元

十
一

年
723

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

北
狄

、
契

丹
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
七

、
外

臣
部

、
継

襲

2（
邵

固
契

丹
靜

析
軍

経
略

大
使

拜
放

還
蕃

と
あ

る
の

で
、

在
蕃

開
元

十
三

年
72（

使
職

の
た

め
官

品
な

し
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
北

狄
、

契
丹

2（
邵

固
契

丹
広

化
郡

王
従

一
品

、
爵

改
封

放
還

蕃
と

あ
る

の
で

、
在

蕃
開

元
十

三
年

72（
還

蕃
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
北

狄
、

契
丹

新
唐

書
、

巻
二

一
九

、
北

狄
、

契
丹

唐
会

要
、

巻
九

十
六

、
契

丹
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
七

、
外

臣
部

、
継

襲
2（

邵
固

契
丹

左
羽

林
軍

員
外

大
将

軍

正
三

品
、

武
職

事
官

拜
放

還
蕃

と
あ

る
の

で
、

在
蕃

開
元

十
三

年
72（

還
蕃

員
外

官
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
北

狄
、

契
丹

新
唐

書
、

巻
二

一
九

、
北

狄
、

契
丹

唐
会

要
、

巻
九

十
六

、
契

丹
2（

邵
固

契
丹

郎
将

正
五

品
上

、
武

職
事

官
授

放
還

蕃
と

あ
る

の
で

、
在

蕃
開

元
十

四
年

726
遣

其
臣

、
来

朝
使

者
へ

の
授

官
別

人
の

可
能

性
あ

り
ど

こ
の

郎
将

か
不

明

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二

2（
邵

固
契

丹
廣

化
王

正
一

品
、

爵
為

放
還

蕃
と

あ
る

の
で

、
在

蕃
開

元
十

四
年

726
改

封
冊

、
前

職
は

松
漠

郡
王

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二

26
大

昌
勃

價
渤

海
左

威
衛

員
外

将
軍

従
三

品
、

武
職

事
官

従
留

宿
衛

と
あ

る
の

で
、

在
唐

開
元

十
三

年
72（

来
朝

員
外

官
留

宿
衛

渤
海

王
大

武
毅

之
弟

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二

27
大

都
利

行
渤

海
桂

婁
郡

王
従

一
品

、
爵

為
不

明
開

元
八

年
720

冊大
武

藝
嫡

子
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二
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四
四

27
大

都
利

行
渤

海
靺

鞨
左

武
衛

大
将

軍
員

外
置

正
三

品
、

武
職

事
官

授
留

宿
衛

と
あ

る
の

で
、

在
唐

開
元

十
四

年
726

来
朝

員
外

置
と

あ
る

留
宿

衛

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二

27
大

都
利

行
渤

海
鴻

臚
卿

従
三

品
、

文
職

事
官

卒
贈

在
唐

開
元

十
六

年
72（

渤
海

王
子

留
宿

衛
死

後
の

贈
官

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二

27
大

都
利

行
渤

海
特

進
正

二
品

、
文

散
官

卒
贈

在
唐

開
元

十
六

年
72（

留
宿

衛
渤

海
王

子
死

後
の

贈
官

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二

2（
屬

固
家

契
丹

右
領

軍
衛

員
外

大
将

軍

正
三

品
、

武
職

事
官

進
位

放
還

蕃
と

あ
る

の
で

、
在

蕃
開

元
十

四
年

726
員

外
官

放
還

蕃
契

丹
縣

令

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二

2（
李

綴
奚

国
右

武
衛

員
外

大
将

軍
正

三
品

、
武

職
事

官
進

位
放

還
蕃

と
あ

る
の

で
、

在
蕃

開
元

十
四

年
726

員
外

官
放

還
蕃

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二

2（
李

綴
奚

国
郎

将
正

五
品

上
、

武
職

事
官

授
放

還
蕃

と
あ

る
の

で
、

在
蕃

開
元

十
四

年
726

来
朝

ど
こ

の
郎

将
か

不
明

放
還

蕃

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二

30
阿

摩
支

知
于

国
右

武
衛

大
将

軍
員

外
置

同
正

員

正
三

品
、

武
職

事
官

封
在

蕃
開

元
十

六
年

72（
員

外
置

同
正

員
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

31
金

志
満

新
羅

太
僕

卿
員

外
置

従
三

品
、

文
職

事
官

授
留

宿
衛

と
あ

る
の

で
、

在
唐

開
元

十
八

年
730

員
外

置
と

あ
る

。
留

宿
衛

新
羅

国
王

金
與

光
姪

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二
三

国
史

記
、

巻
八

、
新

羅
本

紀
八

32
金

志
良

新
羅

太
僕

少
卿

員
外

置
従

四
品

上
、

文
職

事
官

放
還

蕃
と

あ
る

の
で

、
在

蕃
開

元
十

九
年

731
員

外
置

放
還

蕃
賀

正
使

新
羅

臣

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二
三

国
史

記
、

巻
八

、
新

羅
本

紀
八

33
金

志
廉

新
羅

鴻
臚

少
卿

員
外

置
同

正
員

正
四

品
上

、
文

職
事

官
授

留
宿

衛
と

あ
る

の
で

、
在

唐
三

国
史

記
で

は
、

73（
年

開
元

二
十

年
732

来
賀

正
、

遣
方

物
留

宿
衛

興
光

（
崇

基
）

姪

唐
会

要
、

巻
九

五
、

新
羅

三
国

史
記

、
新

羅
本

紀

3（
李

詩
奚

国
帰

義
王

正
一

品
、

爵
来

降
、

詔
封

在
蕃

羈
縻

州
の

管
理

開
元

二
十

年
732

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

北
狄

、
奚

国
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
七

、
外

臣
部

、
継

襲
3（

李
詩

奚
国

左
羽

林
軍

大
将

軍
同

正

正
三

品
、

武
職

事
官

降
、

拝
在

蕃
羈

縻
州

の
管

理
開

元
二

十
年

732
同

正
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
北

狄
、

奚
国

新
唐

書
、

巻
二

一
九

、
北

狄
、

奚
国

3（
李

詩
奚

国
特

進
正

二
品

、
文

散
官

来
降

、
詔

封
在

蕃
羈

縻
州

の
管

理
開

元
二

十
年

732
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
北

狄
、

奚
国

3（
李

詩
奚

国
帰

義
州

都
督

降
、

拝
在

蕃
羈

縻
州

の
管

理
開

元
二

十
年

732
羈

縻
州

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

北
狄

、
奚

国
新

唐
書

、
巻

二
一

九
、

北
狄

、
奚

国
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
七

、
外

臣
部

、
継

襲



唐
代
の
異
民
族
授
官
に
お
け
る
非
実
職
官
の
授
与
に
つ
い
て
（
河
野
）�

四
五

3（
金

思
蘭

新
羅

太
僕

員
外

卿
従

三
品

、
文

職
事

官
入

朝
留

京
師

在
唐

開
元

二
一

年
733

員
外

官
留

京
師

興
光

族
人

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

上
、

列
伝

、
東

夷
、

新
羅

国

36
羅

真
檀

護
密

護
密

国
王

正
一

品
、

爵
封

、
為

開
元

二
十

年
732

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二
36

羅
真

檀
護

密
左

金
吾

衛
将

軍
正

三
品

、
武

職
事

官
於

内
殿

、
授

放
還

蕃
と

あ
る

の
で

、
在

蕃
開

元
二

一
年

733
来

朝
　

員
外

と
あ

る
員

外
置

と
あ

る
、

来
朝

、
放

還
蕃

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

四
、

外
臣

部
、

褒
異

二
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

新
唐

書
、

巻
二

二
一

下
、

列
伝

、
西

域
下

、
識

匿
36

羅
真

檀
護

密
左

武
衛

将
軍

従
三

品
、

武
職

事
官

授
留

宿
衛

と
あ

る
の

で
、

在
唐

天
宝

八
載

7（（
護

密
国

王
来

朝
留

宿
衛

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二

37
金

忠
信

新
羅

左
領

軍
衛

員
外

大
将

軍

正
三

品
、

武
職

事
官

開
元

二
二

年
以

前
73（

以
前

開
元

二
二

年
以

前
に

授
官

宿
衛

三
国

史
記

、
巻

八
、

新
羅

本
紀

八

3（
金

端
竭

丹
新

羅
衛

尉
少

卿
員

外
置

従
四

品
上

、
文

職
事

官
員

外
放

還
蕃

と
あ

る
の

で
、

在
蕃

開
元

二
二

年
73（

来
賀

新
羅

大
臣

員
外

官
放

還
蕃

賀
正

使

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二

3（
斯

壁
紆

思
鮮

闕
突

厥
郎

将
授

放
還

蕃
と

あ
る

の
で

、
在

蕃
開

元
二

一
年

733
来

朝
ど

こ
の

郎
将

か
不

明
放

還
蕃

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二

3（
斯

壁
紆

思
鮮

闕
突

厥
左

金
吾

衛
大

将
軍

員
外

正
三

品
、

武
職

事
官

授
放

還
蕃

と
あ

る
の

で
、

在
蕃

開
元

二
二

年
73（

来
朝

突
厥

大
臣

員
外

官
放

還
蕃

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二

（0
胡

祿
達

于
突

騎
施

右
金

吾
将

軍
員

外
置

従
三

品
、

武
職

事
官

授
放

還
蕃

と
あ

る
の

で
、

在
蕃

開
元

二
四

年
736

来
朝

員
外

官
放

還
蕃

大
首

領
冊

府
元

亀
、

通
好

で
は

、
左

金
吾

将
軍

員
外

置

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二
冊

府
元

亀
、

巻
九

八
十

、
外

臣
部

、
通

好

（1
蕃

渤
海

靺
鞨

太
子

舎
人

員
外

正
六

品
上

、
文

職
事

官
授

放
還

蕃
の

た
め

、
在

蕃
開

元
二

四
年

736
員

外
官

放
還

蕃
渤

海
靺

鞨
王

弟

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二

（1
蕃

渤
海

左
領

軍
衛

員
外

大
将

軍

正
三

品
、

武
職

事
官

授来
朝

留
宿

衛
と

あ
る

の
で

、
在

唐
天

宝
二

年
7（3

留
宿

衛
人

名
が

不
明

渤
海

王
弟

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二

（2
大

欽
茂

渤
海

桂
婁

郡
王

従
一

品
、

爵
在

蕃
開

元
二

十
年

733
武

芸
子

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二
（2

大
欽

茂
渤

海
渤

海
郡

王
従

一
品

、
爵

襲
父

位
為

※
旧

　
詔

遣
內

侍
段

守
簡

往
冊

、
為

在
蕃

開
元

二
五

年
737

嵩
璘

父
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
唐

会
要

、
巻

九
六

、
渤

海
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

七
、

外
臣

部
、

継
襲
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四
六

（2
大

欽
茂

渤
海

忽
汗

州
都

督
嗣

其
父

為
在

蕃
開

元
二

五
年

737
武

芸
子

嗣
其

父
為

と
あ

る
の

で
、

73（
年

の
記

事
と

同
じ

授
官

と
考

え
ら

れ
る

。

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
七

、
外

臣
部

、
継

襲

（2
大

欽
茂

渤
海

左
驍

衛
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

嗣
其

父
為

在
蕃

開
元

二
五

年
737

員
外

官
武

芸
子

嗣
其

父
為

と
あ

る
の

で
、

73（
年

の
記

事
と

同
じ

授
官

と
考

え
ら

れ
る

。

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨

（2
大

欽
茂

渤
海

左
金

吾
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

襲
父

位
為

在
蕃

開
元

二
六

年
73（

嵩
璘

父
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

唐
会

要
、

巻
九

六
、

渤
海

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
（2

大
欽

茂
渤

海
太

子
詹

事
賓

客
正

三
品

、
文

職
事

官
累

加
在

蕃
天

宝
中

天
寶

中
嵩

璘
父

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
唐

会
要

、
巻

九
六

、
渤

海
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

（2
大

欽
茂

渤
海

特
進

正
二

品
、

文
散

官
累

加
在

蕃
天

宝
中

天
寶

中
嵩

璘
父

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
唐

会
要

、
巻

九
六

、
渤

海
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

（2
大

欽
茂

渤
海

渤
海

国
王

正
一

品
、

爵
進

封
在

蕃
宝

應
元

年
762

詔
以

渤
海

為
国

嵩
璘

父
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

唐
会

要
、

巻
九

六
、

渤
海

新
唐

書
、

巻
二

一
九

、
北

狄
、

渤
海

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
七

、
外

臣
部

、
継

襲
（2

大
欽

茂
渤

海
検

校
太

尉
正

一
品

、
文

職
事

官
累

加
拜

在
蕃

宝
應

元
年

762
新

唐
書

で
は

検
校

官
で

、
寶

應
元

年
、

762
年

嵩
璘

父

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
唐

会
要

、
巻

九
六

、
渤

海
新

唐
書

、
巻

二
一

九
、

北
狄

、
渤

海
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

（2
大

欽
茂

渤
海

司
空

正
一

品
、

文
職

事
官

累
加

拜
在

蕃
宝

應
元

年
762

嵩
璘

父
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
列

伝
、

北
狄

、
渤

海
、

靺
鞨

唐
会

要
、

巻
九

六
、

渤
海

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
（3

莫
賀

咄
頡

斤
突

厥
左

金
吾

衛
大

将
軍

員
外

置

正
三

品
、

武
職

事
官

授
放

還
蕃

と
あ

る
の

で
、

在
蕃

開
元

二
六

年
73（

来
朝

突
厥

首
領

員
外

置
放

還
蕃

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二
、

112（（

（（
大

勗
進

渤
海

左
武

衛
大

将
軍

員
外

置
同

正

正
三

品
、

武
職

事
官

授
留

宿
衛

と
あ

る
の

で
、

在
唐

開
元

二
七

年
73（

来
朝

員
外

官
、

同
正

留
宿

衛
渤

海
王

弟

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二

（（
處

木
昆

匐
延

闕
律

啜
突

騎
施

右
驍

衛
員

外
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

為
不

明
開

元
二

八
年

7（0
員

外
官

突
騎

施
部

落
来

降
時

の
授

与

新
唐

書
、

巻
二

一
五

下
、

突
厥

下
、

突
騎

施
烏

質
勒

、
車

鼻
施

啜
蘇

祿
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
五

、
外

臣
部

、
褒

異
二
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四
七

（6
阿

史
那

洪
達

突
騎

施
太

僕
員

外
卿

従
三

品
、

文
職

事
官

為
不

明
開

元
二

八
年

7（0
員

外
官

突
騎

施
部

落
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
五

、
外

臣
部

、
褒

異
二

（7
吐

火
仙

骨
啜

突
騎

施
左

金
吾

衛
員

外
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

赦
以

為
不

明
開

元
二

八
年

7（0
員

外
蘇

祿
の

子
来

降
時

の
授

与

新
唐

書
、

巻
二

一
五

下
、

突
厥

下
、

突
騎

施
烏

質
勒

、
車

鼻
施

啜
蘇

祿
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

（7
吐

火
仙

骨
啜

突
騎

施
脩

義
王

正
一

品
、

爵
赦

以
為

開
元

二
八

年
7（0

蘇
祿

の
子

来
降

時
の

授
与

新
唐

書
、

巻
二

一
五

下
、

突
厥

下
、

突
騎

施
烏

質
勒

、
車

鼻
施

啜
蘇

祿
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
四

、
外

臣
部

、
封

冊
二

（（
頓

阿
波

突
騎

施
右

武
衛

員
外

将
軍

従
三

品
、

武
職

事
官

為
不

明
開

元
二

八
年

7（0
員

外
新

唐
書

、
巻

二
一

五
下

、
突

厥
下

、
突

騎
施

烏
質

勒
、

車
鼻

施
啜

蘇
祿

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

四
、

外
臣

部
、

封
冊

二
（（

趙
曳

夫
東

女
帰

昌
王

正
一

品
、

爵
嗣

位
、

封
為

放
還

蕃
と

あ
る

の
で

、
在

蕃
天

宝
元

年
7（2

放
還

蕃
員

外
置

新
唐

書
、

巻
二

二
一

上
、

列
伝

、
西

域
上

、
東

女
旧

唐
書

、
巻

一
九

七
、

南
蛮

、
西

南
蠻

、
東

女
国

唐
会

要
、

巻
九

九
、

東
女

国
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

六
、

外
臣

部
、

継
襲

（（
趙

曳
夫

東
女

左
金

吾
衛

大
将

軍
正

三
品

、
武

職
事

官
授

放
還

蕃
と

あ
る

の
で

、
在

蕃
天

宝
元

年
7（2

員
外

置
と

あ
る

放
還

蕃
新

唐
書

、
巻

二
二

一
上

、
列

伝
、

西
域

上
、

東
女

旧
唐

書
、

巻
一

九
七

、
南

蛮
、

西
南

蠻
、

東
女

国
唐

会
要

、
巻

九
九

、
東

女
国

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
六

、
外

臣
部

、
継

襲
（0

思
力

裴
羅

九
姓

回
紇

右
驍

衛
員

外
大

将
軍

従
三

品
、

武
職

事
官

授
在

蕃
天

宝
四

載
7（（

勲
功

に
よ

る
授

官
員

外
官

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二
、

112（（

（0
骨

力
裴

羅
回

紇
奉

義
王

正
一

品
、

爵
為

在
蕃

天
宝

三
載

7（3
頡

利
吐

發
、

逸
標

苾
は

同
一

人
物

和
林

金
石

録
、

未
題

朝
代

、
回

紇
伽

可
汗

、
聖

文
神

武
式

碑
唐

会
要

、
巻

九
十

八
、

回
紇

（0
骨

力
裴

羅
回

紇
特

進
正

二
品

、
文

散
官

加
授

在
蕃

天
宝

四
載

7（（
逸

標
苾

唐
会

要
、

巻
九

十
八

、
回

紇
（0

骨
力

裴
羅

回
紇

左
驍

衛
員

外
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

遣
使

、
拜

在
蕃

天
宝

五
載

7（6
新

唐
書

、
巻

二
一

五
下

、
突

厥
伝

で
は

天
宝

四
載

に
白

眉
可

汗
の

死
の

記
述

が
あ

る
。

年
代

に
関

し
て

は
天

宝
四

載
と

考
え

ら
れ

る
。

新
唐

書
、

巻
二

一
七

上
、

回
鶻

上

（1
阿

悉
爛

頡
斤

九
姓

回
紇

右
武

衛
員

外
将

軍
従

三
品

、
武

職
事

官
授

在
蕃

か
天

宝
四

年
7（（

勲
功

に
よ

る
授

官
員

外
官

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

（2
大

徳
三

蔵
伽

羅
密

多
小

勃
律

右
金

吾
員

外
中

郎
将

正
四

品
下

、
武

職
事

官
授

放
還

蕃
と

あ
る

の
で

、
在

蕃
天

宝
四

載
7（（

来
朝

放
還

蕃
勃

律
僧

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二

（2
三

蔵
大

徳
僧

伽
羅

密
多

勃
律

鴻
臚

員
外

卿
従

三
品

、
文

職
事

官
授

放
還

蕃
と

あ
る

の
で

、
在

蕃
天

宝
七

載
7（（

来
朝

員
外

官
放

還
蕃

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二
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四
八

（3
苾

伽
葉

護
頓

阿
波

移
徤

啜

三
葛

邏
祿

左
武

衛
大

将
軍

員
外

置

正
三

品
、

武
職

事
官

為
放

還
蕃

と
あ

る
の

で
、

在
蕃

天
宝

五
年

7（6
遣

使
朝

貢
員

外
置

と
あ

る
放

還
蕃

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二

（（
謝

多
阿

密
黒

衣
大

食
左

金
吾

衛
員

外
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

授
放

還
蕃

と
あ

る
の

で
、

在
蕃

天
宝

十
一

載
7（2

来
朝

員
外

官
放

還
蕃

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

五
、

外
臣

部
、

褒
異

二

（（
頡

利
發

骨
咄

祿
左

羽
林

軍
大

将
軍

員
外

置
同

正
員

正
三

品
、

武
職

事
官

為
在

蕃
天

宝
十

二
載

7（3
員

外
置

、
同

正
員

と
あ

る
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

（6
籠

薫
占

庭
百

蘭
左

武
衛

員
外

大
将

軍
正

三
品

、
武

職
事

官
授

不
明

天
宝

十
三

年
7（（

員
外

官
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
七

、
外

臣
部

、
降

附

（7
悉

諾
邏

吐
蕃

左
驍

衛
員

外
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

為
不

明
天

宝
十

四
載

7（（
投

降
員

外
官

蘇
王

子

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

四
、

外
臣

部
、

褒
異

二
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

（7
悉

諾
邏

吐
蕃

懷
義

王
従

一
品

、
爵

来
降

、
封

不
明

天
宝

十
四

年
7（（

吐
蕃

か
ら

の
蘇

王
子

の
来

降
蘇

は
東

女
の

王
族

の
姓

新
唐

書
、

列
伝

第
一

四
一

上
�吐

蕃
上

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

四
、

外
臣

部
、

褒
異

二
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

（（
善

部
末

摩
中

天
竺

鴻
臚

少
卿

正
四

品
上

階
、

文
職

事
官

為
不

明
乾

元
元

年
7（（

入
朝

員
外

置
中

天
竺

婆
羅

門
三

蔵

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

六
、

外
臣

部
、

褒
異

三

（（
藏

般
若

力
賓

国
太

常
少

卿
正

四
品

上
階

、
文

職
事

官
為

不
明

乾
元

元
年

7（（
入

朝
員

外
置

賓
王

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

六
、

外
臣

部
、

褒
異

三

60
山

那
吐

火
羅

光
禄

少
卿

正
四

品
上

階
、

文
職

事
官

為
放

還
蕃

と
あ

る
の

で
、

在
蕃

乾
元

元
年

7（（
来

朝
員

外
置

放
還

蕃
吐

火
羅

三
蔵

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

六
、

外
臣

部
、

褒
異

二

61
骨

啜
特

勒
回

紇
鴻

臚
卿

員
外

置
従

三
品

、
文

職
事

官
為

在
蕃

だ
が

安
史

の
乱

鎮
圧

の
た

め
、

入
朝

し
て

い
る

乾
元

二
年

7（（
員

外
置

と
あ

る
回

紇
王

子
冊

府
元

亀
で

は
、

骨
咄

特
勤

旧
唐

書
、

巻
一

九
五

、
回

紇
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
六

、
外

臣
部

、
褒

異
三

61
骨

啜
特

勒
回

紇
左

羽
林

軍
大

将
軍

正
三

品
、

武
職

事
官

新
除

在
蕃

だ
が

安
史

の
乱

鎮
圧

の
た

め
、

入
朝

し
て

い
る

乾
元

二
年

7（（
員

外
官

回
紇

王
子

旧
唐

書
、

巻
一

九
五

、
回

紇

61
骨

啜
特

勒
回

紇
銀

青
光

祿
大

夫
従

三
品

、
文

散
官

為
在

蕃
だ

が
安

史
の

乱
鎮

圧
の

た
め

、
入

朝
し

て
い

る

乾
元

二
年

7（（
回

紇
王

子
旧

唐
書

、
巻

一
九

五
、

回
紇
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四
九

62
葉

護
曜

于
国

太
僕

員
外

卿
従

三
品

、
文

職
事

官
留

宿
衛

と
あ

る
の

で
、

在
唐

乾
元

三
年

760
員

外
官

請
留

宿
旧

唐
書

、
巻

一
九

八
、

列
伝

、
西

戎
、

于
国

新
唐

書
、

巻
二

二
一

上
、

西
域

上
、

于
国

63
金

標
石

新
羅

衛
尉

員
外

少
卿

正
四

品
上

階
、

文
職

事
官

授
放

還
蕃

と
あ

る
の

で
、

在
蕃

大
暦

七
年

772
員

外
官

放
還

蕃
来

賀
正

唐
会

要
で

は
、

寶
應

二
年

、
763

年

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

六
、

外
臣

部
、

褒
異

三
唐

会
要

、
巻

九
十

五
、

新
羅

6（
大

常
靖

渤
海

衛
尉

卿
同

正
従

三
品

、
文

職
事

官
授

其
使

令
帰

国
と

あ
る

の
で

在
蕃

貞
元

七
年

7（（
同

正
官

、
使

者
へ

の
官

位
令

帰
国

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

渤
海

、
靺

鞨
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
六

、
外

臣
部

、
褒

異
三

6（
大

清
允

渤
海

右
衛

将
軍

同
正

従
三

品
、

武
職

事
官

来
朝

令
帰

国
と

あ
る

の
で

在
蕃

貞
元

十
年

7（7
来

朝
同

正
令

帰
国

王
子

旧
唐

書
、

列
伝

、
第

一
九

九
下

、
北

狄
、

渤
海

靺
鞨

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

六
、

外
臣

部
、

褒
異

三

66
慕

容
復

吐
谷

渾
青

海
国

王
正

一
品

、
爵

在
蕃

羈
縻

州
の

管
理

貞
元

十
四

年
7（（

旧
唐

書
、

巻
一

九
八

、
列

伝
、

西
戎

、
吐

谷
渾

新
唐

書
、

巻
二

二
一

上
、

列
伝

、
西

戎
、

吐
谷

渾
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
二

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

六
、

外
臣

部
、

継
襲

二
66

慕
容

復
吐

谷
渾

長
楽

都
督

在
蕃

羈
縻

州
の

管
理

貞
元

十
四

年
7（（

冊
府

元
亀

で
は

、
長

樂
府

都
督

旧
唐

書
、

巻
一

九
八

、
列

伝
、

西
戎

、
吐

谷
渾

新
唐

書
、

巻
二

二
一

上
、

列
伝

、
西

戎
、

吐
谷

渾
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
二

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

六
、

外
臣

部
、

継
襲

二
6（

慕
容

復
吐

谷
渾

左
金

吾
衛

大
将

軍
同

正

正
三

品
、

武
職

事
官

在
蕃

羈
縻

州
の

管
理

同
正

不
明

不
明

既
職

、
貞

元
十

四
年

以
前

旧
唐

書
、

巻
一

九
八

、
列

伝
、

西
戎

、
吐

谷
渾

新
唐

書
、

巻
二

二
一

上
、

列
伝

、
西

戎
、

吐
谷

67
索

低
奚

国
檀

薊
州

游
兵

馬
使

充
不

明
元

和
三

年
（0（

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

奚
国

新
唐

書
、

巻
二

一
九

、
列

伝
、

北
狄

、
奚

国
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
六

、
外

臣
部

、
褒

異
三

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

七
、

外
臣

部
、

継
襲

67
索

低
奚

国
右

武
威

衛
将

軍
同

正
正

三
品

、
武

職
事

官
為

翌
年

に
遣

使
し

て
い

る
の

で
、

在
蕃

か

元
和

三
年

（0（
同

正
官

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

列
伝

、
北

狄
、

奚
国

新
唐

書
、

巻
二

一
九

、
列

伝
、

北
狄

、
奚

国
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
六

、
外

臣
部

、
褒

異
三

67
索

低
奚

国
左

衛
将

軍
同

正
従

三
品

、
武

職
事

官
為

翌
年

に
遣

使
し

て
い

る
の

で
、

在
蕃

か

太
和

五
年

（31
同

正
官

新
唐

書
、

巻
二

一
九

、
列

伝
、

北
狄

、
奚

国
唐

会
要

、
巻

九
六

、
奚

6（
没

辱
孤

奚
国

平
州

游
兵

馬
使

不
明

元
和

四
年

（0（
冊

府
元

亀
、

外
臣

部
、

褒
異

で
は

平
林

游
兵

馬
使

新
唐

書
、

巻
二

一
九

、
列

伝
、

北
狄

、
奚

国
冊

府
元

亀
、

外
臣

部
、

封
冊

三
冊

府
元

亀
、

巻
九

七
六

、
外

臣
部

、
褒

異
三

6（
没

辱
孤

奚
国

右
領

軍
衛

将
軍

員
外

同
正

従
三

品
、

武
職

事
官

為
不

明
元

和
四

年
（0（

投
来

員
外

官
同

正
官

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

六
、

外
臣

部
、

褒
異

三
冊

府
元

亀
、

外
臣

部
、

封
冊

三
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五
〇

6（
没

辱
孤

奚
国

幽
州

盧
龍

軍
節

度
使

充
不

明
元

和
四

年
（0（

投
来

冊
府

元
亀

、
巻

九
七

六
、

外
臣

部
、

褒
異

三
冊

府
元

亀
、

外
臣

部
、

封
冊

三
6（

茹
羯

奚
国

右
驍

衛
将

軍
同

正
従

三
品

、
武

職
事

官
来

獻
不

明
太

和
四

年
（30

員
外

置
と

あ
る

投
来

奚
王

旧
唐

書
、

巻
十

七
下

、
文

宗
新

唐
書

、
巻

二
一

九
、

北
狄

、
奚

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
70

屈
戍

契
丹

右
武

衛
将

軍
員

外
置

同
正

員

従
三

品
、

武
職

事
官

内
附

、
守

不
明

会
昌

三
年

（（3
冊

府
元

亀
で

は
、

会
昌

二
年

、
（（2

年
旧

唐
書

、
巻

一
九

九
下

、
北

狄
、

契
丹

新
唐

書
、

巻
二

一
九

、
北

狄
、

契
丹

冊
府

元
亀

、
巻

九
六

五
、

外
臣

部
、

封
冊

三
70

屈
戍

契
丹

雲
麾

将
軍

従
三

品
、

武
散

官
復

内
附

、
拝

不
明

会
昌

三
年

（（3
冊

府
元

亀
で

は
、

会
昌

二
年

、
（（2

年
冊

府
元

亀
で

は
、

員
外

制
同

正
員

旧
唐

書
、

巻
一

九
九

下
、

北
狄

、
契

丹
新

唐
書

、
巻

二
一

九
、

北
狄

、
契

丹
冊

府
元

亀
、

巻
九

六
五

、
外

臣
部

、
封

冊
三

＊
『

旧
唐

書
』、『

新
唐

書
』、『

資
治

通
鑑

』
は

中
華

書
局

版
を

、
冊

府
元

亀
は

周
勛

初
等

校
訂

『
冊

府
元

亀
（

校
訂

本
）』（

鳳
凰

出
版

社
、

2006
年

）
を

、
三

国
史

記
は

末
松

保
和

編
『

三
国

史
記

』（
学

習
院

大
学

東
洋

文
化

研
究

所
刊

、
1（6（

年
）

を
、

唐
大

和
上

東
征

伝
は

、
蔵

中
進

編
『

宝
暦

12
年

版
本

、
唐

大
和

上
東

征
伝

』（
和

泉
書

院
、

1（7（
年

）
を

使
用

し
た

。




